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古代熊野信仰の原像を訪ねて

古
代
熊
野
信
仰
の
原
像
を
訪
ね
て

網
　
　
　
伸
　
也

は
じ
め
に

熊
野
へ
の
路
は
険
し
く
厳
し
い
。
そ
の
厳
し
い
山
国
に
坐
す
神
を
詣
で
る
た
め
に
、
古
来
よ
り
多
く
の
人
々
が
様
々
な
思
い
を
胸
に

脚
を
運
ん
だ
。
熊
野
信
仰
の
中
心
は
、
熊
野
三
山
あ
る
い
は
熊
野
三
所
権
現
な
ど
と
称
さ
れ
る
熊
野
本
宮
大
社
・
熊
野
速
玉
大
社
・
熊

野
那
智
大
社
で
あ
り
、
院
政
期
に
は
白
河
上
皇
が
九
回
、
鳥
羽
上
皇
が
二
一
回
、
後
白
河
法
皇
に
い
た
っ
て
は
三
四
回
に
も
お
よ
ぶ
参

詣
を
行
い
、
中
世
以
降
に
は
熊
野
詣
は
地
方
武
士
や
庶
民
層
に
ま
で
広
が
り
「
蟻
の
熊
野
詣
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
熊
野
信
仰
は
、
従
来
か
ら
の
山
岳
・
海
洋
信
仰
と
仏
教
、
そ
し
て
旧
来
の
宗
教
体
系
を
も
と
に
道
教
や
陰
陽
道
な
ど
の

影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
い
っ
た
呪
術
的
宗
教
で
あ
る
修
験
道
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
と
く
に
、
平
地
伽
藍
を
離
れ
て
山
林
修

行
に
入
る
僧
侶
や
験
者
た
ち
に
よ
っ
て
修
験
の
路
が
開
か
れ
、
そ
れ
が
各
霊
場
を
結
ぶ
参
詣
道
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
で
、
独
自
な
宗

教
的
空
間
を
構
成
し
て
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。
平
成
一
六
年
七
月
に
は
、
修
験
道
の
拠
点
で
あ
る
「
吉
野
・
大
峰
」、
熊
野
信

仰
の
中
心
地
で
あ
る
「
熊
野
三
山
」、
真
言
密
教
の
根
本
道
場
で
あ
る
「
高
野
山
」
の
三
霊
場
と
そ
れ
ら
を
結
ぶ
参
詣
道
、
そ
し
て
そ

の
周
囲
を
取
り
巻
く
「
文
化
的
景
観
」
が
、『
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
』
と
し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
和
歌
山

県
教
育
委
員
会　

二
〇
一
二
）。

と
こ
ろ
で
、
熊
野
の
語
源
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
。
古
く
は
一
九
世
紀
前
半
に
編
集
さ
れ
た
『
紀
伊
続
風
土
記
』
の
牟
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婁
郡
総
論
の
中
で
「
其
名
義
熊
は
隈
に
て
古
茂
累
義
に
し
て
山
川
幽
深
樹
木
蓊
欝
な
る
を
以
て
名
つ
く
る
な
り
」
と
あ
り
、
深
山
に
し

て
木
々
の
鬱
蒼
と
し
た
「
こ
も
る
」
場
所
を
示
す
と
い
う
。
そ
の
解
釈
の
一
つ
と
し
て
、
奥
ま
っ
た
山
と
と
も
に
川
沿
い
に
野
が
広
が

り
海
に
面
す
る
地
域
と
し
、
海
と
直
結
す
る
地
形
か
ら
海
の
彼
方
に
あ
る
常
世
の
存
在
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
（
和
田　

一
九
八
八
）。
そ
れ
と
と
も
に
、「
こ
も
る
」
は
「
こ
も
り
く
」（
隠
国
・
隠
口
）
で
あ
り
死
者
の
霊
の
こ
も
る
と
こ
ろ
を
表
現
し
て
い
る

と
い
う
考
え
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
五
来　

二
〇
〇
四
）。
そ
こ
に
は
「
山
の
熊
野
」
と
「
海
の
熊
野
」
に
対
応
し
て
、
山
中
他
界
と

海
洋
他
界
の
信
仰
が
息
づ
い
て
い
る
（
五
来　

一
九
八
四
・
豊
島　

一
九
八
八
）。
熊
野
信
仰
は
、
現
在
で
も
補
陀
落
渡
海
や
小
栗
判

官
の
説
話
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
常
に
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
漂
っ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
熊
野
は
当
初
か
ら
「
死
の
国
」
と
し
て
意
識
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
小
論
で
は
、
記
紀
神
話
か
ら
形
成
さ
れ
た
熊
野
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
検
討
し
、
古
代
に
お
け
る
熊
野
三
山
の
神
々
と
山
林
仏
教
の

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
考
古
学
的
成
果
も
視
野
に
入
れ
て
熊
野
信
仰
の
原
風
景
を
現
代
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
と
考
え

る
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
一
二
月
二
五
日
よ
り
一
二
月
二
八
日
と
、
平
成
二
九
年
（
二
〇
一
七
）
二
月
六
日
か

ら
九
日
ま
で
行
っ
た
、
和
歌
山
県
田
辺
市
・
新
宮
市
・
那
智
勝
浦
町
・
有
田
川
町
・
和
歌
山
市
で
の
現
地
調
査
に
基
づ
い
て
い
る
。

一
、
根
の
国
・
常
世
と
熊
野

熊
野
の
語
源
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
「
こ
も
り
く
」
は
四
方
を
山
で
囲
ま
れ
た
場
所
を
示
す
言
葉
で
、
万
葉
集
で
は
地
名
の
「
泊

瀬
」
に
か
け
ら
れ
る
枕
詞
で
あ
り
、「
単
に
地
勢
的
に
隠
っ
た
場
所
と
し
て
で
は
な
く
、
死
者
を
葬
る
場
所
で
あ
り
、
神
の
支
配
す
る

領
域
、
霊
魂
の
隠
る
場
所
と
理
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
倉
住　

二
〇
〇
八
）。
こ
こ
で
先
ず
、「
こ
も
り

く
」
と
し
て
「
山
の
熊
野
」
を
考
え
る
と
き
に
検
討
す
べ
き
は
、
記
紀
に
み
ら
れ
る
「
根
の
国
」
で
あ
ろ
う
。

『
日
本
書
紀
』
の
神
代
上
第
五
段
は
、
日
の
神
（
天
照
大
神
）・
月
の
神
（
月
読
尊
）
と
と
も
に
生
ま
れ
た
素
戔
嗚
尊
は
手
の
付
け
ら
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古代熊野信仰の原像を訪ねて

れ
な
い
非
道
も
の
で
あ
り
、
姉
の
天
照
大
神
と
の
誓
約
や
天
石
窟
隠
れ
の
後
に
「
根
国
」
に
追
放
さ
れ
る
経
緯
を
語
る
。
こ
の
「
根

国
」
は
、
第
五
段
第
一
書
で
は
素
戔
嗚
尊
を
天
地
よ
り
「
下
し
て
根
国
を
治
し
む
」
と
あ
り
、
第
五
段
第
六
書
で
は
火
神
を
生
ん
で
死

ん
だ
伊
奘
冉
尊
に
従
う
こ
と
を
願
い
「
根
国
」
に
追
わ
れ
た
と
す
る
。
ま
た
、
第
七
段
第
三
書
で
は
、
神
々
に
責
め
ら
れ
た
素
戔
嗚
尊

が
天
上
か
ら
追
放
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
葦
原
中
国
に
も
住
む
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、「
底
根
の
国
」
に
追
い
遣
ら
れ
て
い
る
。『
古

事
記
』
で
も
同
じ
よ
う
な
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
記
紀
と
も
に
素
戔
嗚
尊
が
葦
原
中
国
の
奥
出
雲
の
山
中
に
降
り
立
ち
、『
日
本

書
紀
』
で
は
こ
こ
か
ら
「
根
国
」
に
入
っ
た
と
す
る
。

素
戔
嗚
尊
が
降
り
立
っ
た
奥
出
雲
は
ま
さ
に
「
こ
も
り
く
」
で
あ
り
、
天
上
と

は
異
な
る
国
つ
神
が
支
配
す
る
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
天
つ
神
の
異
端
児
で

あ
る
素
戔
嗚
尊
が
国
つ
神
と
交
わ
り
、
そ
の
後
胤
で
あ
る
大
己
貴
神
（
大
国
主

神
）
が
葦
原
中
国
を
治
め
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
素
戔
嗚

尊
が
入
っ
た
「
根
国
」
は
葦
原
中
国
を
根
底
か
ら
支
え
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
根
国
」
に
は
「
底
根
国
」
と
い
う
表
現
や
、
伊
奘

冉
尊
が
住
ま
う
「
黄
泉
国
」
と
同
一
視
さ
れ
る
傾
向
か
ら
、
地
下
深
く
霊
魂
が
隠

る
死
後
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
が
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
漠
然

と
大
地
の
根
本
と
な
る
地
母
の
世
界
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
古
事
記
』
の
八
十
神
に
よ
る
八
上
比
売
求
婚
伝
承
の
中
で
、

八
十
神
か
ら
受
難
を
受
け
る
大
己
貴
神
は
素
戔
嗚
尊
の
坐
せ
る
「
根
堅
州
国
」
に

逃
れ
た
の
で
あ
り
、
素
戔
嗚
尊
か
ら
与
え
ら
れ
る
数
々
の
試
練
を
乗
り
越
え
葦
原

中
国
の
統
治
を
認
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

図 1　伏拝王子から熊野を臨む
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こ
の
よ
う
に
、「
根
国
」
は
遠
い
が
自
由
に
行
き
来
で
き
る
空
間
で
あ
り
、
地
下
と
い
っ
た
具
体
的
な
場
所
で
は
な
く
、
む
し
ろ
葦

原
中
国
の
根
源
を
構
成
す
る
観
念
的
な
世
界
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
八
段
本
文
で
は
、
素

戔
嗚
尊
は
出
雲
の
清
地
（
須
賀
）
に
宮
を
建
て
、
大
己
貴
神
の
誕
生
後
に
「
根
国
」
に
入
っ
た
と
あ
り
、
同
じ
第
五
書
で
は
杉
・
檜
・

槇
・
樟
の
樹
種
を
生
み
出
し
「
熊
成
峯
」
か
ら
「
根
国
」
に
向
か
う
。
こ
こ
に
「
根
国
」
と
「
こ
も
り
く
」
の
深
い
関
係
を
伺
う
こ
と

が
で
き
る
。「
根
国
」
に
つ
い
て
は
民
俗
学
の
見
地
か
ら
、
沖
縄
南
端
諸
島
に
認
め
ら
れ
る
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
と
同
じ
く
霊
魂
・
精
霊
が

止
住
し
往
来
す
る
海
の
彼
方
の
神
の
島
と
捉
え
る
傾
向
が
強
い
が
（
柳
田　

一
九
五
〇
・
谷
川　

一
九
八
三
）、
記
紀
を
読
む
か
ぎ
り

山
と
の
関
係
の
ほ
う
が
深
い
と
い
え
る
。

古
来
日
本
人
の
霊
魂
に
対
す
る
考
え
の
一
つ
と
し
て
、
死
後
の
御
霊
は
山
に
登
っ
て

神
と
な
る
信
仰
が
存
在
し
た
（
柳
田　

一
九
四
六
・
五
来　

一
九
八
五
）。「
根
国
」
の

実
態
は
、
ま
さ
に
「
こ
も
り
く
」
の
彼
方
に
あ
る
霊
魂
（
神
）
が
止
住
す
る
世
界
と
考

え
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
。「
根
国
」
と
海
が
結
び
つ
く
の
は
南
洋
諸
島
の
民
俗
例

に
加
え
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
五
段
第
十
一
書
に
記
さ
れ
る
よ
う

に
、
素
戔
嗚
尊
は
元
来
「
海
原
」
を
治
め
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
神
で
あ
っ
た
影
響

が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
山
と
海
に
囲
ま
れ
た
我
が
国
の
環
境
で
は
、
当
然
山
だ
け
で
な
く
海
の
霊
地

に
対
す
る
信
仰
も
古
く
か
ら
共
存
す
る
。
記
紀
で
は
大
己
貴
神
が
葦
原
中
国
の
国
造
り

を
進
め
る
に
あ
た
り
、
海
の
彼
方
か
ら
去
来
し
た
神
が
大
己
貴
神
を
助
け
た
と
い
う
。

神
の
名
は
少
彦
名
神
で
、「
常
世
」
か
ら
去
来
し
た
神
と
さ
れ
る
。
山
の
彼
方
に
あ
る

「
根
国
」
に
対
し
、「
常
世
」
は
海
の
彼
方
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
「
わ
た
つ
み
」

図 2　那智妙法山より海を臨む
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古代熊野信仰の原像を訪ねて

の
世
界
で
あ
る
。
古
代
の
人
々
は
列
島
で
の
暮
ら
し
の
中
で
、「
根
国
」
と
「
常
世
」
と
い
う
山
と
海
の
信
仰
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
少
彦
名
神
が
「
常
世
」
に
去
っ
た
後
、
一
人
で
の
国
造
り
に
疲
弊
す
る
大
己
貴
神
の
前
に
、
海
を
照
ら
し
て
再
び
神
が
浮
か

び
来
る
。
こ
の
神
は
『
古
事
記
』
で
は
新
た
に
大
己
貴
神
の
国
造
り
を
助
け
る
神
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ

ば
大
己
貴
神
の
和
霊
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
霊
魂
が
海
上
よ
り
去
来
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。「
根
国
」
が
山
の
彼
方
の
霊
地
で

あ
り
、
観
念
的
で
あ
る
が
故
に
大
己
貴
神
は
御
霊
と
と
も
に
「
根
国
」
を
訪
問
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
大
己
貴
神
の
御
霊
で

あ
る
「
幸
魂
奇
魂
」
は
肉
体
を
離
れ
海
の
彼
方
の
「
常
世
」
と
も
往
来
で
き
、
大
己
貴
神
が
困
難
に
遭
遇
し
た
と
き
に
は
去
来
し
て
助

け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
古
代
の
霊
魂
観
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
と
も
に
、「
常
世
」
を
め
ぐ
る
海
洋
信
仰
の
実
態

が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
出
雲
と
紀
伊
と
の
関
連
が
強
く
認
め
ら
れ
る
の
は
興
味
深

い
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
の
『
日
本
書
紀
』
で
素
戔
嗚
尊
が
「
根
国
」
に
入
る
前
に
生
み
出
し
た
樹
種
は
、
子
の
五
十
猛
命
と

大
屋
津
姫
命
・
爪
津
姫
命
に
よ
っ
て
全
土
に
分
か
た
れ
、
五
十
猛
命
ら
は
紀
伊
国
に
渡
っ
て
い
る
。
こ
の
後
、
素
戔
嗚
尊
は
「
熊
成

峯
」
か
ら
「
根
国
」
に
入
っ
た
の
で
あ
り
、
一
説
で
は
「
熊
成
」
は
熊
野
だ
と
い
う
。
ま
た
、『
古
事
記
』
で
は
八
十
神
か
ら
受
難
を

う
け
た
大
己
貴
神
は
、
最
初
に
木
国
の
大
屋
毘
古
神
（
五
十
猛
命
と
同
神
と
伝
え
ら
れ
る
）
の
と
こ
ろ
へ
逃
れ
、
最
後
に
素
戔
嗚
尊
の

住
む
「
根
堅
州
国
」
へ
と
向
か
う
。
こ
こ
で
は
『
日
本
書
紀
』
の
「
熊
成
」
の
具
体
的
な
場
所
を
探
索
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な

く
、
む
し
ろ
木
国
に
近
い
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
「
根
国
」
と
熊
野
と
を
結
び
つ
け
る
。
熊
野
は
出
雲
に
も
あ

り
、『
日
本
書
紀
』
に
は
少
彦
名
神
が
「
常
世
」
へ
去
っ
た
地
と
し
て
「
熊
野
の
御
碕
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、
国
譲
り
を
迫
ら
れ
た
大

己
貴
神
が
子
の
事
代
主
神
に
意
見
を
も
と
め
る
た
め
に
出
し
た
船
は
「
熊
野
の
諸
手
船
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
船
の
名
は
、
出
雲
の
熊

野
で
は
な
く
、
船
の
建
造
技
術
が
発
達
し
た
紀
伊
の
熊
野
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

大
己
貴
神
が
国
造
り
を
進
め
た
葦
原
中
国
の
認
識
は
、
高
天
原
か
ら
み
れ
ば
「
道
速
振
る
荒
振
る
国
つ
神
等
の
多
に
在
り
と
以
為
ほ



 ― 42 ― 

す
」
国
で
あ
り
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
列
島
支
配
の
正
当
性
を
示
す
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
記
紀
神
話
で
は
、「
根
国
」
と
「
常
世
」
に
支
え

ら
れ
た
葦
原
中
国
は
天
孫
に
よ
っ
て
平
定
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
国
譲
り
を
行
っ
た
大
己
貴
神
を
祀
る

た
め
に
「
多
芸
志
の
小
浜
」
に
宮
を
造
営
す
る
が
、
こ
の
社
が
後
の
杵
築
神
社
（
出
雲
大
社
）
に
な
る
と
い
う
。『
日
本
書
紀
』
神
代

下
第
九
段
本
文
で
は
、
大
己
貴
神
は
「
八
十
隈
」
に
隠
れ
た
と
あ
り
「
こ
も
り
く
」
に
祀
ら
れ
た
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
が
、
大
己
貴
神

が
海
と
山
の
ど
ち
ら
に
祀
ら
れ
た
か
を
詮
索
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
。
奥
出
雲
の
熊
野
の
地
に
は
、
後
に
櫛
御
気
野

命
（
素
戔
嗚
尊
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
を
祀
る
熊
野
大
社
が
造
営
さ
れ
て
お
り
、
葦
原
中
国
の
中
心
舞
台
で
あ
る
出
雲
に
海
（「
常

世
」）
を
意
識
し
た
社
と
山

（「
根
国
」）
を
意
識
し
た
社
が
祀

ら
れ
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
記
紀
神
話
に
お
い

て
出
雲
と
深
い
関
係
が
認
め
ら

れ
る
紀
伊
熊
野
で
も
、
海
を
意

識
し
た
熊
野
速
玉
大
社
（
新
宮
）

と
山
を
意
識
し
た
熊
野
本
宮
大

社
が
古
く
か
ら
祀
ら
れ
て
お
り
、

出
雲
の
杵
築
神
社
と
熊
野
大
社

に
対
応
し
て
い
る
。
と
く
に
、

熊
野
本
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
家

都
御
子
神
は
『
紀
伊
続
風
土
記
』

図 3　熊野本宮大社の社殿

図 4　熊野本宮の旧社地である大斎原
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で
は
櫛
御
気
野
命
（
素
戔
嗚
尊
）
と
同
神
と
考
え
て
お
り
、
山
中
他
界
の
「
根
国
」
と
し
て
の
信
仰
は
古
代
ま
で
遡
る
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
五
来　

一
九
七
一
）。
熊
野
速
玉
神
に
つ
い
て
は
、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
よ
れ
ば
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
に
は
熊

野
牟
須
美
神
と
と
も
に
神
封
四
戸
を
賜
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
後
半
に
は
熊
野
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
日
本

書
紀
』
神
代
上
第
五
段
第
十
書
で
は
、
伊
奘
諾
尊
が
「
黄
泉
国
」
で
伊
奘
冉
尊
と
の
離
縁
を
固
め
る
際
に
誓
約
の
神
（
唾
く
神
）
と
し

て
生
ま
れ
た
の
が
速
玉
之
男
神
と
す
る
が
、
熊
野
と
の
関
係
は
不
明
な
点
が
多
い
。『
古
事
記
』
で
は
海
幸
山
幸
伝
承
に
お
い
て
、「
わ

た
つ
み
」（
海
神
）
の
宮
を
訪
問
し
た
火
遠
理
命
が
玉
器
に
首
玉
を
唾
き
入
れ
固
め
る
こ
と
で
豊
玉
毘
売
命
に
誓
約
し
て
お
り
、
熊
野
速

玉
神
と
「
わ
た
つ
み
」
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
熊
野
速
玉
神
と
熊
野
牟
須
美
神
の
関
係
に
つ
い
て
、
永
観
二
年

（
九
八
四
）
に
成
立
し
た
『
三
宝
絵
』
に
は
、
下
巻
二
十
九
熊
野
八
講
会
に
「
紀
伊

国
牟
婁
郡
ニ
神
イ
マ
ス
。
熊
野
両
所
、
證
誠
一
所
ト
ナ
ヅ
ケ
タ
テ
マ
ツ
レ
リ
。
両

所
ハ
母
ト
娘
ト
也
。
結
早
玉
ト
申
。
一
所
ハ
ソ
ヘ
ル
社
也
。
此
山
ノ
本
神
ト
申
。」

と
あ
る
。
現
在
、
速
玉
神
社
に
は
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
製

作
さ
れ
た
熊
野
速
玉
大
神
坐
像
と
夫
須
美
大
神
坐
像
の
男
女
神
像
の
ほ
か
、
国
常

立
命
坐
像
と
家
津
御
子
大
神
坐
像
が
残
さ
れ
て
お
り
、
神
像
の
様
式
か
ら
元
来
は

速
玉
神
と
結
神
が
夫
婦
神
と
し
て
、
子
神
の
国
常
立
命
と
と
も
に
祀
ら
れ
て
い
た

と
想
定
さ
れ
て
い
る
（
伊
東　

二
〇
一
五
）。
つ
ま
り
、
母
娘
神
で
は
な
く
夫
婦
神

が
同
所
で
あ
る
速
玉
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
天
平
神
護
二
年
に
神
封

を
賜
っ
た
熊
野
速
玉
神
と
熊
野
牟
須
美
神
は
同
社
内
に
祀
ら
れ
た
神
な
の
で
あ
る

（
１
）
。

そ
し
て
、「
證
誠
一
所
」
の
「
ソ
ヘ
ル
社
」
と
は
熊
野
本
宮
大
社
の
こ
と
で
、
こ
こ

図 5　熊野速玉神社の社殿
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に
祀
ら
れ
た
家
津
御
子
神
は
熊
野
山
の
本
神
と
さ
れ
て
お
り
、
熊
野
坐
神
が
在
地
神
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

以
上
、
山
と
海
へ
の
信
仰
を
通
し
て
出
雲
と
熊
野
に
深
い
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
念
が
生
み
出
さ
れ

た
背
景
に
は
、
紀
伊
熊
野
の
地
勢
の
類
似
性
や
記
紀
に
お
け
る
大
己
貴
神
の
国
譲
り
伝
承
と
と
も
に
、
私
は
神
武
東
征
伝
承
も
大
き

く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
神
武
天
皇
は
ヤ
マ
ト
に
入
る
に
あ
た
り
、
最
初
は
河
内
か
ら
山
越
え
を
試
み
る
が
、
長
髄
彦
の

抵
抗
に
あ
い
茅
渟
海
か
ら
南
下
し
て
紀
伊
熊
野
に
向
か
う
。
熊
野
の
神
邑
に
い
た
っ
た
神
武
は
、
在
地
神
の
磐
座
で
あ
る
「
天
磐
盾
」

に
登
っ
た
後
に
海
上
を
進
む
が
、
暴
風
に
あ
っ
て
稲
飯
命
と
三
毛
入
野
命
の
二
人
の
兄
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
人
の
兄
は
海

に
入
り
ま
さ
に
「
常
世
郷
」
に
渡
っ
た
の
で
あ
り
、
熊
野
の
海
が
「
常
世
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
熊
野
の
国
つ
神
（『
日
本
書
紀
』
で
は
討
伐
さ
れ
た
丹
敷
戸
畔
、『
古
事
記
』
で
は
大
熊
）
の
毒
気
に
あ
て
ら
れ
、

軍
勢
は
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
時
、
熊
野
の
高
倉
下
が
夢
の
中
で
得
た
武
甕
雷
神
の
剣
（『
古
事
記
』
で
は
「
刀
」）
を
神
武
に

献
上
し
た
こ
と
で
、
軍
勢
は
活
気
を
戻
し
「
熊
野
山
の
荒
ぶ
る
神
」
た
ち
を
平
定
で
き
た
と
す
る
。
武
甕
雷
神
の
剣
は
大
己
貴
神
の

国
譲
り
の
と
き
に
葦
原
中
国
を
平
ら
げ
た
剣
と
す
る
が
、『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
九
段
本
文
で
は
、
大
己
貴
神
が
葦
原
中
国
を
平
定

し
た
「
廣
矛
」
を
献
上
し
て
お
り
、
国
つ
神
か
ら
霊
力
の
高
い
武
具
を
得
て
国
を
治
め
て
い
く
構
図
が
重
な
る
。『
古
事
記
』
に
よ
れ

ば
、
奥
深
い
熊
野
の
山
中
は
「
荒
ぶ
る
神
」
が
多
く
い
る
場
所
で
あ
り
、
天
よ
り
遣
わ
さ
れ
た
八
咫
烏
の
案
内
で
、
熊
野
山
中
を
無

事
に
縦
断
し
て
吉
野
に
入
る
が
、
神
武
が
こ
の
よ
う
な
困
難
な
ル
ー
ト
で
ヤ
マ
ト
入
り
を
行
っ
た
の
は
、
日
の
御
子
と
し
て
日
を

負
っ
て
戦
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
私
は
「
う
ち
つ
く
に
」
の
根
源
と
な
る
「
根
国
」
と
「
常
世
」
を
押
さ
え
る
必
要
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

出
雲
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
譲
り
し
て
海
の
「
常
世
」
に
入
っ
た
大
己
貴
神
の
た
め
に
杵
築
神
社
が
祀
ら
れ
、「
根
国
」
へ

の
入
口
に
は
櫛
御
気
野
命
を
祀
る
熊
野
大
社
が
存
在
す
る
。
櫛
御
気
野
命
の
正
式
名
は
「
伊
邪
那
伎
日
真
名
子　

加
夫
呂
伎
熊
野
大
神　

櫛
御
気
野
命
」
で
あ
り
、
伊
奘
諾
尊
に
可
愛
が
ら
れ
る
御
子
で
あ
る
神
聖
な
熊
野
大
神
と
な
る
が
、
櫛
御
気
野
命
が
素
戔
嗚
尊
と
同
神
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と
す
る
な
ら
ば
、
記
紀
神
話
で
は
伊
奘
諾
尊
か
ら
嫌
わ
れ
こ
そ
す
れ
愛
さ
れ
る
神
で
は
な
か
っ
た
素
戔
嗚
尊
が
、「
荒
ぶ
る
神
」
の
性

格
を
失
い
鎮
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
紀
伊
の
熊
野
は
出
雲
と
同
様
に
ヤ
マ
ト
に
対
す
る
「
常
世
」
と
「
根
国
」
の
象
徴
と
し
て
み
な

さ
れ
、
神
武
が
ヤ
マ
ト
を
平
定
す
る
た
め
に
は
熊
野
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
神
武
が
茅
渟
海

か
ら
熊
野
に
向
か
う
途
中
で
、
紀
ノ
川
河
口
南
域
と
推
定
さ
れ
る
名
草
邑
の
名
草
戸
畔
を
誅
殺
す
る
逸
話
を
わ
ざ
わ
ざ
掲
載
し
て
い
る

の
も
、
名
草
に
は
素
戔
嗚
尊
が
樹
種
を
分
か
ち
与
え
た
子
の
五
十
猛
命
と
二
人
の
姫
を
祀
る
伊
太
祁
曽
神
社
・
大
屋
都
比
売
神
社
・
都

麻
都
比
売
神
社
が
所
在
す
る
こ
と
と
関
係
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
火
の
神
を
生
ん
だ
こ
と
に

よ
っ
て
崩
御
し
た
伊
奘
冉
尊
の
葬
送
地

と
し
て
、『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
五
段

第
五
書
に
は
「
紀
伊
国
の
熊
野
の
有
馬

村
」
と
あ
り
、
海
の
熊
野
で
あ
り
「
常

世
」
と
つ
な
が
る
花
の
窟
に
葬
ら
れ
た

と
す
る
が
、『
古
事
記
』
で
は
「
出
雲
国

と
伯
伎
国
と
の
堺
の
比
婆
の
山
に
葬
り

ま
つ
り
き
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か

に
出
雲
の
「
根
国
」
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
混
乱
が
生
じ
た
の
も
、
熊

野
に
出
雲
の
「
常
世
」
と
「
根
国
」
が

仮
託
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

図 6　花窟神社御神体

図 7　花窟神社御縄
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神
武
東
征
神
話
で
は
、
海
の
熊
野
の
磐
座
で
あ
る
「
天
磐
盾
」
に
登
る
こ
と
で
「
常
世
」
と
通
じ
合
い
、
山
の
熊
野
の
「
荒
ぶ
る

神
」
を
平
定
す
る
こ
と
で
「
根
国
」
を
鎮
め
て
い
く
。
そ
の
具
体
的
な
姿
が
、
熊
野
速
玉
大
社
の
速
玉
之
男
神
と
、
熊
野
本
宮
大
社
に

祀
ら
れ
た
家
津
美
御
子
神
で
あ
り
、
前
者
は
山
幸
海
幸
神
話
の
「
わ
た
つ
み
」
で
の
誓
約
で
「
常
世
」
と
結
び
つ
き
、
後
者
は
熊
野
の

「
荒
ぶ
る
神
」
が
素
戔
嗚
尊
と
同
一
神
と
さ
れ
る
こ
と
で
「
根
国
」
と
結
び
つ
く
。
こ
れ
ら
御
霊
の
世
界
を
克
服
す
る
こ
と
で
、
ヤ
マ

ト
に
お
け
る
王
権
の
支
配
が
正
当
化
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
記
紀
神
話
の
中
の
「
根
国
」
と
「
常

世
」
は
、
あ
く
ま
で
為
政
者
の
論
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
と
し
て
は
古
代
熊
野
に
お
い
て
も
在
地
特
有
の
山
の

暮
ら
し
と
海
の
暮
ら
し
が
展
開
し
て
い
た
。
熊
野
坐
神
社
と
速
玉
神
社
は
、
記
紀
神
話
と
は
関
係
な
く
彼
ら
の
暮
ら
し
を
見
守
る
在
地

神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
章
で
は
、
在
地
神
と
し
て
の
熊
野
の
神
が
、
律
令
国
家
の
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
て
い

く
前
提
と
し
て
、
王
権
の
熊
野
へ
の
進
出
過
程
を
み
て
い
き
た
い
。

二
、
在
地
と
し
て
の
熊
野
と
王
権

平
成
二
九
年
二
月
六
日
の
お
燈
祭
の
夜
、
新
宮
の
神
倉
山
に
登
っ
た
。
神
倉
山
は
熊
野
速
玉
大
社
の
南
方
、
千
穂
ヶ
峯
か
ら
南
南
東

に
連
な
る
山
で
、
山
頂
に
「
ゴ
ト
ビ
キ
岩
」
と
呼
ば
れ
る
男
根
に
も
似
た
巨
石
が
露
呈
し
て
い
る
。
こ
の
巨
石
は
ま
さ
に
熊
野
の
神
の

磐
座
で
あ
り
、
こ
こ
に
鎮
座
す
る
神
倉
神
社
は
新
宮
の
町
と
海
を
山
上
か
ら
見
下
ろ
す
神
域
で
あ
る
。
夕
闇
が
近
づ
く
こ
ろ
、「
上
り

子
」
と
呼
ば
れ
る
男
衆
が
腰
に
荒
縄
を
巻
い
た
白
装
束
に
身
を
固
め
、
先
に
長
い
房
を
つ
け
た
松
明
を
手
に
し
て
威
勢
の
良
い
掛
け
言

葉
と
と
も
に
急
峻
な
石
段
を
登
り
始
め
る
。
漆
黒
の
闇
に
包
ま
れ
た
午
後
七
時
半
こ
ろ
、「
上
り
子
」
が
神
倉
神
社
の
瑞
垣
の
中
に
押

し
留
め
ら
れ
、
向
火
が
山
に
上
が
っ
て
く
る
と
一
斉
に
松
明
に
火
が
つ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
松
明
が
火
を
受
け
る
と
閉
ざ

さ
れ
て
い
た
門
が
開
か
れ
、「
上
り
子
」
た
ち
が
勢
い
よ
く
飛
び
出
し
て
山
を
駆
け
下
り
て
降
り
て
い
く
。
そ
の
姿
は
勇
壮
そ
の
も
の

で
あ
り
、
火
に
包
ま
れ
た
山
は
幻
想
的
な
世
界
を
現
出
さ
せ
る
。
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神
倉
神
社
社
務
所
で
配
ら
れ
た
注
意
事
項
に
よ
る
と
、
男
性
が
御
神
火
を
い
た
だ
き
家
に
持
ち
帰
り
、
家
で
待
つ
（
籠
も
る
）
女
性

が
神
棚
に
火
を
灯
し
て
熊
野
神
の
来
臨
を
告
げ
、
サ
カ
ム
カ
エ
と
い
う
お
祝
い
を
し
て
喜
び
あ
っ
た
神
迎
え
の
儀
式
だ
と
い
う
。
お
燈

祭
は
決
し
て
古
来
か
ら
の
儀
式
形
態
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
で
は
な
く
、
神
仏
習
合
の
中
で
修
験
道
の
修
正
会
の
影
響
の
も
と
に

神
迎
え
の
儀
式
と
し
て
定
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
熊
野
山
の
神
を
御
幣
と
と
も
に
家
に
迎
え
る
と
い
う
本
質
的
な
と
こ
ろ

は
元
来
よ
り
変
わ
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
倉
神
社
の
巨
石
群
は
神
武
が
「
熊
野
の
神
邑
」
で
登
っ
た
「
天
磐
盾
」
と
も
考
え
ら
れ

て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
で
は
熊
野
進
行
に
お
け
る
重
要
な
磐
座
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
在
地
の
世
界
で
は
王
権
に
奉
斎
す
る
姿
は

微
塵
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
２
）
。

先
に
示
し
た
よ
う
に
、『
新
抄
格
勅

符
抄
』
所
載
の
大
同
三
年
牒
に
み
ら

れ
る
「
神
事
諸
家
封
戸
」
で
は
、
天

平
神
護
二
年
に
与
え
ら
れ
た
熊
野
牟

須
美
神
と
速
玉
神
社
へ
の
神
封
四
戸

が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ

に
記
載
さ
れ
た
紀
伊
の
主
要
神
へ
の

神
封
は
、
紀
伊
一
宮
で
あ
る
日
前
神

が
五
十
六
戸
、
国
懸
須
神
六
十
戸
、

五
十
猛
命
が
祀
ら
れ
る
伊
太
祁
曽
神

で
も
五
十
四
戸
で
あ
り
、
出
雲
で
は

熊
野
神
が
廿
五
戸
、
杵
築
神
は

図 8　神倉神社

図 9　お燈祭の炎に包まれる神倉山
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六
十
一
戸
と
な
っ
て
お
り
、
速
玉
牟
須
美
神
は
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
神
封
の
対
象
で
は
あ
る
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
紀
伊
の
熊
野
坐
神
に
つ
い
て
は
平
安
時
代
初
め
に
は
神
封
の
対
象
に
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
記
紀
神
話
と
は
裏
腹
に
熊
野
の

神
々
の
古
層
は
在
地
の
人
々
が
奉
斎
す
る
だ
け
の
地
方
神
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
一
二
世
紀
に
成
立
し
た
『
長
寛
勘
文
』
に
引
か
れ
る
『
熊
野
権
現
御
垂
跡
縁
起
』
で
は
、
熊
野
神
は
天
台
山
よ
り
渡
り

き
た
神
で
、
鎮
西
彦
山
・
伊
予
石
鎚
山
・
淡
路
輸
鶴
羽
山
と
遷
御
し
、
そ
の
後
に
紀
伊
牟
婁
の
切
部
山
（
切
目
）
付
近
か
ら
新
宮
の
神

蔵
峯
に
降
り
立
っ
た
。
そ
し
て
、
阿
須
加
社
の
北
の
石
淵
谷
に
「
結
玉
家
津
美
御
子
」
と
し
て
鎮
座
し
た
が
、
後
に
本
宮
大
湯
原
に
移

り
熊
野
三
所
権
現
と
し
て
祀
ら
れ
た
と
い
う
。
平
安
時
代
後
期
の
説
話
伝
承
で
あ

る
が
、
記
紀
神
話
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
熊
野
神
の
由
来
が
語
り
継
が
れ
て
お

り
、
熊
野
三
所
権
現
と
す
る
が
在
地
神
の
象
徴
で
あ
る
家
津
美
御
子
神
が
熊
野
山

中
に
最
後
に
祀
ら
れ
る
過
程
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
興
味
深
い
。

な
お
、『
熊
野
権
現
御
垂
跡
縁
起
』
に
は
阿
須
加
社
が
出
て
く
る
が
、
当
社
は

熊
野
神
が
降
臨
し
た
場
所
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
熊
野
神
は
熊
野
川
対
岸
の
石
淵

谷
（
貴
弥
谷
神
社
か
）
が
所
在
す
る
鵜
殿
の
地
に
降
臨
し
て
い
る
。
ま
た
、『
熊

野
社
記
』
に
お
い
て
は
、
熊
野
大
神
は
神
蔵
峯
か
ら
阿
須
加
森
に
移
っ
た
後
、
家

津
御
子
大
神
は
岩
淵
貴
弥
谷
か
ら
音
無
の
里
（
本
宮
）
へ
と
遷
御
す
る
が
、
諸
大

神
と
速
玉
大
神
は
そ
の
ま
ま
阿
須
加
森
に
留
ま
っ
た
と
伝
え
る
。
野
本
寛
一
氏

は
、
熊
野
川
北
岸
の
鵜
殿
が
熊
野
大
神
の
遷
御
に
関
わ
る
歴
史
的
背
景
に
、
船
と

の
関
わ
り
が
強
い
鵜
殿
衆
の
海
を
制
す
る
力
と
経
済
力
を
重
視
し
て
お
り
、
千

穂
ヶ
峯
の
北
東
の
熊
野
川
右
岸
に
熊
野
速
玉
大
社
が
成
立
す
る
の
も
、
こ
こ
が
熊

図 10　神倉神社の天磐盾
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野
川
に
相
野
谷
川
が
流
れ
込
み
水
流
が
河
口
へ
と
流
れ
出
る
場
所
で
あ
り
、
熊
野
川
河
口
域
に
開
け
た
耕
地
を
氾
濫
か
ら
守
る
た
め
の

「
熊
野
川
水
霊
祭
祀
の
場
」
で
あ
っ
た
た
め
と
推
測
す
る
（
野
本　

一
九
九
〇
）。
さ
ら
に
、『
中
右
記
』
に
よ
れ
ば
天
仁
二
年

（
一
一
〇
八
）
十
月
の
藤
原
宗
忠
の
那
智
参
詣
の
お
り
に
は
、
阿
須
加
社
は
「
阿
須
王
子
」
と
さ
れ
て
お
り
、
海
浜
部
の
参
詣
路
で
あ

る
大
辺
路
の
王
子
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
阿
須
加
社
後
方
に
聳
え
る
蓬
莱
山
は
徐
福
渡
来
伝
説
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
来

よ
り
在
地
に
お
け
る
「
海
の
熊
野
」
の
聖
地
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
在
地
の
神
々
の
複
雑
な
伝
承
が
基
層
と
な
っ
て
、

現
在
で
は
速
玉
大
社
と
と
も
に
阿
須
加
神
社
が
御
燈
祭
や
御
船
祭
り
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
熊
野
の
神
の
在
地
的
世
界
に
対
し
、
王
権
の
実
質
的
介
入
が
徐
々
に

進
め
ら
れ
る
の
が
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
ヤ
マ

ト
王
権
と
熊
野
地
方
と
の
関
係
は
、
那
智
勝
浦
町
で
下
里
古
墳
が
紀
南
地
方
で

唯
一
の
前
方
後
円
墳
と
し
て
古
墳
時
代
前
期
末
に
造
営
さ
れ
て
い
る
が
、
継
続

し
た
古
墳
の
造
営
は
認
め
ら
れ
な
い
（
那
智
勝
浦
町　

一
九
八
〇
）。
ま
た
、
田

辺
市
の
磯
間
岩
陰
遺
跡
で
は
田
辺
湾
に
面
す
る
海
食
岩
陰
内
に
石
室
を
設
け
て

お
り
、
五
世
紀
後
半
の
石
室
か
ら
直
弧
文
を
施
し
た
鹿
角
製
刀
装
具
が
出
土
し

て
い
る
が
（
田
辺
市　

一
九
九
四
）、
埋
葬
は
岩
陰
内
の
石
室
と
い
う
こ
と
で
独

自
性
が
強
く
、
王
権
と
の
強
い
関
わ
り
は
あ
ま
り
想
定
で
き
な
い
。
そ
れ
が
六

世
紀
に
な
る
と
田
辺
周
辺
に
多
く
の
古
墳
が
造
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
な
か

に
は
最
南
端
の
周
参
見
で
発
見
さ
れ
た
上
ミ
山
古
墳
の
よ
う
に
渡
来
系
的
要
素

の
強
い
古
墳
も
認
め
ら
れ
る
（
和
歌
山
県　

一
九
八
三
）。
前
代
に
は
み
ら
れ
な

い
古
墳
の
伝
播
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
と
紀
伊
と
の
関
係
が
よ
り
深
く
な
っ
た
こ
と

図 11　熊野川と御船島
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を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
七
世
紀
半
ば
に
は
、
ヤ
マ
ト
と
紀
伊
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
事
件
が
勃
発
す
る
。
有
馬
皇

子
を
め
ぐ
る
政
変
未
遂
で
あ
る
。

斉
明
天
皇
三
年
（
六
五
七
）
九
月
に
、
孝
徳
天
皇
御
子
の
有
馬
皇
子
が
牟
婁
温
湯
（
現
在
の
白
浜
町
崎
の
湯
付
近
か
）
を
訪
れ
、
天

皇
に
そ
の
地
勢
の
素
晴
ら
し
さ
を
報
告
す
る
。
翌
年
、
皇
孫
建
王
の
薨
御
の
悲
し
み
を
癒
す
た
め
に
中
大
兄
皇
子
と
と
も
に
紀
温
湯

（
牟
婁
温
湯
）
行
幸
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
間
に
大
和
に
い
た
有
馬
皇
子
が
反
乱
を
計
画
し
た
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
紀
温
湯
に
搬
送
さ

れ
た
の
ち
に
処
刑
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
或
本
に
よ
れ
ば
、
蘇
我
赤
兄
に
有
馬
皇
子
は
「
先
づ
宮
室
を
燔
き
て
、
五
百
人

を
以
て
、
一
日
両
夜
、
牟
婁
津
を
邀
へ
て
、
疾
く
船
師
を
以
て
、
淡
路
国
を
断
ら
む
」

と
言
っ
た
と
い
う
。
史
料
と
し
て
当
時
の
姿
を
ど
こ
ま
で
反
映
し
て
い
る
か
検
討
を

要
す
る
が
、
田
辺
湾
に
「
牟
婁
津
」
と
い
う
湊
が
存
在
し
、
交
易
圏
と
し
て
淡
路
島

ま
で
通
じ
て
い
た
こ
と
は
十
分
想
定
で
き
よ
う
。「
牟
婁
津
」
の
所
在
地
に
つ
い
て

は
、
先
の
磯
間
岩
陰
遺
跡
や
丘
陵
上
に
湊
古
墳
群
が
所
在
す
る
こ
と
か
ら
会
津
川
河

口
左
岸
域
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
（
橋
本　

一
九
七
九
・
阪
本　

一
九
八
〇
）、
会
津

川
左
岸
の
砂
帯
上
に
「
牟
婁
津
」
を
想
定
す
る
に
は
地
形
的
に
無
理
が
あ
り
、
近
年

で
は
江
戸
時
代
ま
で
湊
が
存
在
し
た
会
津
川
右
岸
の
江
川
周
辺
に
所
在
地
を
求
め
る

説
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
紀
伊
国
は
元
来
、
紀
ノ
川
流
域
を
中
心
に
紀
氏
の
同
族
集
団
に
よ
っ

て
掌
握
さ
れ
た
「
紀
国
造
」
の
領
域
と
、
紀
南
の
「
熊
野
国
造
」
に
よ
っ
て
治
め
ら

れ
た
領
域
に
分
か
れ
て
い
た
。
紀
氏
の
同
族
集
団
は
ヤ
マ
ト
王
権
の
水
軍
の
基
幹
部

分
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
六
世
紀
に
は
ヤ
マ
ト
王
権
に
よ
る
屯
倉

図 12　下里古墳
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設
置
を
契
機
に
紀
朝
臣
が
分
裂
し
中
央
貴
族
化
す
る
の
に
対
し
、
紀
直
系
氏
族
は
在
地
の
豪
族
と
し
て
「
紀
国
造
」
に
編
成
さ
れ
た
と

い
う
（
栄
原　

一
九
八
五
・
一
九
八
八
）。「
紀
国
造
」
は
岩
橋
千
塚
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
名
草
地
域
を
勢
力
圏
の
中
心
と
し
、
ヤ
マ

ト
王
権
の
対
外
的
な
玄
関
口
の
一
つ
と
な
る
紀
伊
水
門
を
管
理
し
た
と
考
え
ら
れ
る

（
３
）
。

こ
れ
に
対
し
、「
熊
野
国
造
」
に
つ
い
て
は
『
国
造
本
紀
』
に
「
熊
野
国
造　

志
賀
高
穴
穂
朝
御
世　

饒
速
日
命
五
世
孫　

大
阿
斗

足
尼
定
賜
国
造
」
と
あ
る
の
が
唯
一
の
史
料
で
あ
り
、
在
地
固
有
の
神
で
あ
り
記
紀
神
話
で
神
武
を
助
け
た
「
熊
野
の
高
倉
下
」
を
奉

斎
す
る
熊
野
直
で
あ
っ
た
が
、
物
部
連
と
関
係
す
る
阿
刀
連
の
影
響
下
に
ヤ
マ
ト
王
権
に
組
み
込
ま
れ
、
阿
刀
連
と
同
族
関
係
を
結
ぶ

こ
と
で
熊
野
連
と
な
っ
た
と
想

定
さ
れ
て
い
る
（
寺
西　

一
九
九
九
）。『
紀
伊
続
風
土
記
』

に
よ
れ
ば
、
孝
徳
天
皇
の
時
代

に
熊
野
国
を
廃
し
牟
婁
の
地
を

加
え
て
牟
婁
郡
を
建
郡
し
た
と

す
る
。
こ
こ
で
は
牟
婁
の
地
は

「
紀
国
造
」
の
領
域
だ
っ
た
こ
と

に
な
る
が
、
紀
直
系
同
族
の
分

布
か
ら
「
紀
国
造
」
の
領
域
の

南
限
は
日
高
郡
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
（
薗
田　

一
九
六
七
）、
牟
婁
の
地
は
初
め

図 13　伊太祁曽神社の社殿

図 14　日前神宮の社叢
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か
ら
「
熊
野
国
造
」
の
領
域
で
あ
っ
た
と
す
る
説
に
私
も
賛
同
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
紀
伊
水
門
が
「
紀
国
造
」
の
領
域
で
管
理
さ
れ
た
湊
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
牟
婁
津
」
は
「
熊
野
国
造
」

の
領
域
で
王
権
が
押
さ
え
よ
う
と
し
た
湊
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
有
馬
皇
子
が
淡
路
へ
の
ル
ー
ト
を
遮
断
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

「
牟
婁
津
」
が
古
来
よ
り
熊
野
か
ら
四
国
方
面
へ
渡
る
重
要
な
湊
で
あ
り
、
す
で
に
王
権
が
そ
の
重
要
性
を
把
握
し
て
い
た
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
熊
野
は
東
・
西
・
南
を
海
に
囲
ま
れ
た
国
で
あ
る
。
紀
伊
半
島
西
岸
域
は
ヤ
マ
ト
王
権
の
介
入
が
強
く
、
紀
伊
に
お

け
る
立
評
建
郡
が
進
め
ら
れ
る
に
従
い
在
地
性
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
東
岸
地
域
で
は
神
武
東
征
伝
承
の
舞
台
と
な
り
な
が

ら
も
、
熊
野
の
在
地
性
が
保
た
れ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
持
統
天
皇
六
年
（
六
九
二
）
三
月
の
伊
勢
行
幸
で
は
志

摩
ま
で
足
を
運
ん
で
お
り
、
志
摩
の
阿
胡
行
宮
の
天
皇
の
も
と
へ
大
贄
を
奉
っ
た
紀
伊
国
牟
婁
郡
の
住
人
で
あ
る
阿
古
志
海
部
河
瀬
麻

呂
ら
に
十
年
の
調
役
と
雑
徭
を
許
し
て
い
る
が
、
と
も
に
挾
杪
（
舵
取
り
）
八
人
に
も
当
年
の
調
役
を
許
し
て
い
る
。
こ
れ
は
牟
婁
郡

の
初
見
記
事
で
、
熊
野
の
海
部
集
団
を
代
表
し
て
船
（「
熊
野
の
諸
手
船
」
か
）
で
行
宮
に
奉
仕
し
た
と
考
え
ら
れ
、
海
を
生
業
と
す

る
在
地
性
豊
か
な
熊
野
の
人
々
の
一
側
面
を
示
し
て
い
る
。

や
が
て
、
七
世
紀
後
半
に
は
王
権
支
配
が
行
き
届
い
て
い
た
西
岸
地
域
に
お
い
て
、
新
し
い
宗
教
的
権
威
で
あ
る
古
代
寺
院
が
次
々

と
建
立
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
中
央
政
権
と
の
関
係
が
深
い
と
と
も
に
、
寺
院
を
媒
介
と
し
て
多
く
の
遊
行
僧
が
熊
野
の
山

中
に
入
っ
て
い
き
、
熊
野
の
宗
教
観
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
次
章
で
は
最
後
に
、
熊
野
信
仰
が
成
立
す
る
直
前
の
仏
と
神
と
の

交
感
の
実
態
を
考
え
、
熊
野
信
仰
の
成
立
前
史
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
古
代
寺
院
の
造
営
と
熊
野

七
世
紀
後
半
、
い
わ
ゆ
る
白
鳳
時
代
と
よ
ば
れ
る
時
期
に
は
全
国
的
に
寺
院
造
営
が
進
め
ら
れ
る
。『
扶
桑
略
記
』
持
統
天
皇
六
年

条
に
よ
れ
ば
、
天
下
の
諸
寺
を
数
え
さ
せ
た
と
こ
ろ
五
百
四
十
五
寺
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
実
数
が
正
確
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
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く
、
こ
の
時
代
に
寺
院
造
営
が
各
地
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
り
、
実
際
に
全
国
で
多
く
の
白
鳳
寺
院
の
存
在
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
紀
伊
で
は
紀
ノ
川
流
域
に
多
く
の
古
代
寺
院
が
造
営
さ
れ
て
い
る
が
、
紀
伊
半
島
西
岸
部
で
は
有
田
郡
に
田
殿
廃
寺
、
日
高

郡
に
道
成
寺
、
牟
婁
郡
に
三
栖
廃
寺
と
一
郡
一
寺
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
牟
婁
郡
の
三
栖
廃
寺
は
、
こ
れ
ら
諸
寺
院
の

中
で
も
最
も
古
い
段
階
で
造
営
さ
れ
て
い
る
の
に
加
え
、
ヤ
マ
ト
地
域
と
の
密
接
な
関
係
を
暗
示
す
る
重
要
な
調
査
成
果
が
あ
が
っ
て

い
る
。

三
栖
廃
寺
は
田
辺
市
下
三
栖
に
所
在
す
る
古
代
寺
院
で
あ
る
。
左
会
津
川
右
岸
の
丘
陵
上
に
立
地
し
、
下
流
の
右
会
津
川
と
の
合
流

地
点
と
な
る
秋
津
周
辺
は
、
こ
の
地
域
で
は
開
け
た
平
野
部
と
な
っ
て
い
る
。
右

会
津
川
右
岸
丘
陵
に
は
三
栖
廃
寺
に
も
一
部
瓦
を
供
給
し
た
堂
ノ
谷
瓦
窯
が
あ

り
、
郡
家
の
存
在
も
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
玉
置　

一
九
七
〇
・
阪
本　

一
九
八
〇
）、
こ
の
平
野
部
一
帯
が
牟
婁
郡
の
中
心
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い

（
４
）
。

三
栖
廃
寺
は
牟
婁
郡
唯
一
の
古
代
寺
院
と
し
て
、
当
地
の
仏
教
文
化
の
中
心
を

担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
発
掘
調
査
で
は
瓦
積
基
壇
を
も
つ
塔
跡
と
、
塔

の
北
東
で
掘
立
柱
の
東
西
建
物
一
棟
し
か
発
見
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る

（
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
室　

一
九
七
八
〜
一
九
八
二
）。

寺
院
の
立
地
は
狭
い
尾
根
状
に
な
っ
て
お
り
、
塔
跡
は
尾
根
の
上
に
形
成
さ
れ

た
平
場
の
南
西
部
に
位
置
す
る
。
塔
跡
周
辺
の
地
形
か
ら
旧
地
形
を
復
元
し
た
と

こ
ろ
、
平
場
は
東
西
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
七
〇
メ
ー
ト
ル
で
、
東
に
金

堂
を
も
つ
伽
藍
を
想
定
す
る
の
に
十
分
な
空
間
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
（
藤
井　

二
〇
一
六
）。
実
際
に
三
栖
廃
寺
か
ら
は
多
様
な
型
式
の
軒
瓦
が

図 15　田辺湾から牟婁津推定地を臨む
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出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
が
す
べ
て
塔
所
用
の
軒
瓦
と
は
考
え
難
い
こ
と
か
ら
、
塔
の
東
側
に
一
堂
が
存
在
し
た
こ
と
は
十
分
想
定
で
き

る
。
し
か
し
、
発
掘
調
査
で
は
塔
周
辺
に
お
い
て
仏
堂
遺
構
が
発
見
で
き
て
お
ら
ず
、
堂
が
存
在
し
た
と
し
て
も
伽
藍
配
置
と
し
て
定

型
化
し
た
伽
藍
を
想
定
す
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
狭
い
地
形
に
規
制
さ
れ
る
か
た
ち
で
堂
と
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥

当
な
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
塔
跡
の
み
が
遺
存
し
て
い
る
こ
と
に
、
当
廃
寺
の
性
格
が
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

創
建
瓦
と
し
て
は
渡
来
系
要
素
を
も
つ
七
世
紀
第
３
四
半
期
の
重
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
図
一
七
―
三
・
四
）
あ
る
い
は
単
弁
蓮
華
文

軒
丸
瓦
（
図
一
七
―
五
）
が
少
量
出
土
す
る
が
、
寺
院
造
営
の
主
体
と
な
っ
た
の
は
紀
伊
国
伊
都
郡
を
中
心
に
分
布
す
る
、
七
世
紀
第

４
四
半
期
で
も
早
い
段
階
に
創
出
さ
れ
た
佐
野
廃
寺
式
軒
瓦
（
図
一
七
―
一
・

二
）
で
あ
る
。
川
原
寺
式
系
の
複
弁
八
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
と
重
弧
文
軒
平
瓦
の

セ
ッ
ト
で
、
軒
丸
瓦
の
外
区
鋸
歯
文
は
面
違
え
で
は
な
く
凸
鋸
歯
文
と
な
る
。
佐

野
廃
寺
式
軒
丸
瓦
（
図
一
八
）
は
弁
数
が
七
弁
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
が
、

三
栖
廃
寺
で
は
同
じ
く
佐
野
廃
寺
式
軒
瓦
が
展
開
す
る
有
田
郡
の
田
殿
廃
寺
と
同

様
に
八
弁
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
肉
厚
で
鋭
い
蓮
弁
の
様
相
と
と
も
に
、

セ
ッ
ト
と
な
る
重
弧
文
の
側
面
が
箆
削
り
に
よ
っ
て
剣
菱
形
に
仕
上
げ
ら
れ
る
な

ど
、
原
型
式
に
非
常
に
近
い
属
性
を
も
つ
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
佐
野
廃
寺
式
軒
瓦

は
凸
面
布
目
平
瓦
と
セ
ッ
ト
で
展
開
し
て
お
り
、
飛
鳥
の
川
原
寺
の
創
建
瓦
を
供

給
し
た
五
條
市
荒
坂
瓦
窯
の
直
接
的
な
工
人
系
譜
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

（
佐
野
廃
寺
の
研
究
刊
行
会　

二
〇
一
六
）。
つ
ま
り
三
栖
廃
寺
は
、
伽
藍
は
在
地

寺
院
の
様
相
を
呈
す
る
が
、
造
営
に
は
官
寺
造
営
に
関
わ
る
瓦
工
人
系
列
が
強
く

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
５
）
。

図 16　三栖廃寺塔跡
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図 17　三栖廃寺出土軒瓦拓影図 17　三栖廃寺出土軒瓦拓影
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荒
坂
瓦
窯
系
列
の
工
人
が
佐
野
廃
寺
造
営
に
あ
た
り
、
川
原
寺
式
軒
丸
瓦
の
弁
数
を
七
弁
、
外
区
鋸
歯
文
を
凸
鋸
歯
文
に
変
え
て

い
っ
た
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
同
型
式
の
軒
瓦
が
葛
城
の
山
林
寺
院
で
あ
る
朝
妻
廃
寺
で
も
造
営
の
主
体
と
な
る
軒

瓦
と
し
て
出
土
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所　

一
九
七
八
）。
そ
し
て
、
佐
野
廃
寺
で
は
塔

造
営
に
お
い
て
巨
勢
寺
式
軒
瓦
の
セ
ッ
ト
が
使
用
さ
れ
る
が
、
同
様
式
の
軒
瓦
の
セ
ッ
ト
は
朝
妻
廃
寺
で
も
出
土
す
る
と
と
も
に
、

遠
く
三
栖
廃
寺
で
も
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
一
七
―
一
〇
〜
一
二
）。
巨
勢
寺
式
軒
瓦
は
、
飛
鳥
南
西
の
巨
勢
山
丘
陵
を
背
に

し
た
狭
い
谷
地
に
造
営
さ
れ
た
巨
勢
寺
に
お
い
て
特
徴
的
に
使
用
さ
れ
た
軒
瓦
群
で
、『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
六
月
に

「
巨
勢
寺
に
二
百
戸
を
封
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
の
寺
院
整
備
（
主
体

は
講
堂
の
造
営
）
に
お
い
て
創
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
奈
良
県
教
育
委

員
会　

二
〇
〇
四
）。
朝
妻
廃
寺
で
も
巨
勢
寺
式
軒
瓦
は
一
定
量
出
土
し
て
お
り
、

佐
野
廃
寺
と
同
笵
関
係
に
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
荒
坂
瓦
窯
系
譜
に
あ
る
佐
野

廃
寺
式
軒
瓦
と
、
巨
勢
山
丘
陵
か
ら
葛
城
で
特
徴
的
な
巨
勢
寺
式
軒
瓦
が
と
も
に

出
土
す
る
と
い
う
意
味
で
、
三
栖
廃
寺
の
造
営
は
官
窯
系
列
の
影
響
だ
け
で
な

く
、
葛
城
―
伊
都
地
域
と
直
接
結
び
つ
く
特
異
な
寺
院
造
営
で
あ
っ
た
事
実
が
浮

き
彫
り
と
な
る

（
６
）
。
紀
伊
南
端
の
一
在
地
寺
院
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う

な
特
異
な
造
営
背
景
を
も
つ
三
栖
廃
寺
と
は
、
い
か
な
る
性
格
の
寺
院
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
三
栖
廃
寺
は
佐
野
廃
寺
を
通
じ
て
、
葛
城
山
系

の
山
林
寺
院
と
密
接
な
関
係
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ

ば
、
文
武
天
皇
三
年
（
六
九
九
）
五
月
に
伊
豆
嶋
へ
流
さ
れ
た
役
君
小
角
は
、
葛

図 18　 佐野廃寺出土軒丸瓦（和歌山県教育委員
会所蔵）
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木
山
に
住
し
鬼
神
を
操
る
呪
術
者
だ
っ
た
と
い
う
。
同
様
の
説
話
は
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
二
十
八
に
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
役
小

角
は
葛
城
の
山
林
に
お
い
て
孔
雀
王
咒
法
を
修
持
し
、
鬼
神
を
駆
使
し
て
葛
城
山
と
金
峰
山
に
橋
を
渡
そ
う
と
す
る
。
古
代
仏
教
に
お

け
る
山
林
修
行
は
、『
僧
尼
令
』
禅
行
条
で
は
山
居
服
餌
の
手
続
き
を
行
え
ば
許
可
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
吉
野
の
比
蘇
山
寺
で
は
、

七
世
紀
末
こ
ろ
に
は
学
派
を
越
え
た
「
虚
空
蔵
求
聞
持
法
」
会
得
の
山
林
修
行
が
行
わ
れ
て
い
た
（
薗
田　

一
九
五
七
）。
葛
城
の
朝

妻
廃
寺
は
そ
の
立
地
か
ら
ま
さ
に
山
林
修
行
の
寺
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
佐
野
廃
寺
式
軒
瓦
と
巨
勢
寺
式
軒
瓦
が
主
体
的
に
出
土
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
佐
野
廃
寺
が
所
在
す
る
伊
都
郡
は
、『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
八
年
（
六
七
九
）
是
年
条
に
「
紀
伊
国
の
伊
刀
郡
、
芝

草
を
貢
れ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国
制
が
定
め
ら
れ
た
天
武
朝
に
は
紀
伊
国
に
編
入
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
「
畿
内
（
う
ち
つ
く

に
）」
の
南
限
と
規
定
さ
れ
て
い
た
兄
山
の
東
に
位
置
し
て
お
り
、
大
和
の
領
域
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
考
古
学
的
成
果

な
ど
か
ら
見
る
限
り
、
葛
城
地
域
と
伊
都
地
域
は
ひ
と
つ
の
政
治
・
文
化
圏
で
包
括
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
佐
野
廃
寺
の

研
究
刊
行
会　

二
〇
一
六
）、
佐
野
廃
寺
は
ま
さ
に
「
畿
内
」
の
境
界
で
あ
る
兄
山
の
東
に
隣
接
し
て
造
営
さ
れ
た
葛
城
・
金
剛
山
系

の
寺
院
で
あ
っ
た
。『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
十
一
の
説
話
に
あ
る
「
狭
屋
寺
」
が
佐
野
廃
寺
で
あ
る
な
ら
ば
、
奈
良
時
代
に
は
住
尼

が
智
識
を
教
導
し
官
大
寺
の
薬
師
寺
の
僧
を
呼
ん
で
十
一
面
観
音
悔
過
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
葛
城
地
域
の
山
林
寺
院
で
あ
る
朝
妻
廃
寺
や
、「
畿
内
」
の
南
限
に
建
立
さ
れ
観
音
悔
過
を
奉
仕
す
る
佐
野
廃
寺
と

軒
瓦
の
様
式
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
栖
廃
寺
は
こ
れ
ら
葛
城
・
金
剛
山
系
の
造
寺
集
団
と
密
接
な
関
係
の
も
と
に
造
営
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
造
営
主
体
は
不
明
で
あ
る
が
比
蘇
山
寺
の
よ
う
に
熊
野
に
お
け
る
山
林
修
行
の
拠
点
と
な
っ
た
可
能
性
も
想
定
で
き

る
（
７
）
。
現
状
で
は
寺
院
と
し
て
の
伽
藍
空
間
が
非
常
に
狭
く
、
塔
と
掘
立
柱
建
物
し
か
発
見
で
き
て
い
な
い
の
も
、
山
林
寺
院
と
し
て
の

性
格
を
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。
そ
し
て
、
寺
院
の
立
地
を
考
え
る
と
牟
婁
郡
と
い
う
紀
伊
南
限
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
あ
り
、
奥
熊

野
の
入
口
部
に
造
営
さ
れ
て
い
る
事
実
が
重
要
と
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
郡
家
所
在
地
で
あ
り
牟
婁
郷
の
中
心
と
考
え
ら
れ
て
い
る
秋
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津
あ
る
い
は
下
村
周
辺
で
は
な
く
、
三
栖
廃
寺
は
左
会
津
川
を
少
し
遡
っ
た
狭
隘

地
の
丘
陵
に
所
在
し
て
い
る
。
三
栖
廃
寺
か
ら
左
会
津
川
を
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
近

世
以
降
に
熊
野
詣
の
ル
ー
ト
の
一
つ
と
な
る
潮
見
峠
越
え
の
道
に
つ
な
が
り
、
南

東
の
高
畑
山
を
越
え
る
ル
ー
ト
を
と
れ
ば
富
田
川
に
出
て
、
後
に
中
辺
路
あ
る
い

は
大
辺
路
と
呼
ば
れ
る
道
か
ら
熊
野
の
山
中
や
海
辺
の
御
崎
（
三
前
）
に
入
っ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
三
栖
廃
寺
は
牟
婁
郡
の
中
心
部
か
ら
奥
熊
野
へ

の
交
通
の
要
衝
に
造
営
さ
れ
た
寺
院
で
あ
り
、
奥
熊
野
に
お
け
る
仏
教
活
動
の
拠

点
と
し
て
最
適
な
場
所
な
の
で
あ
る
。

先
の
吉
野
に
入
っ
た
神
叡
は
、
現
光
寺
（
比
蘇
山
寺
）
に
依
り
て
庵
を
結
び
山

林
修
行
の
志
を
立
て
た
と
い
う
（『
扶
桑
略
記
』
天
平
二
年
十
月
条
）。
比
蘇
山
寺

は
吉
野
川
北
岸
の
双
塔
式
伽
藍
を
も
つ
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、

二
〇
年
に
わ
た
っ
て
行
を
な
し
た
神
叡
の
庵
と
比
蘇
山
寺
伽
藍
と
の
位
置
関
係
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
神
叡
は
伽
藍
周
辺
の
山
中
に
庵
を
建
て
た
と
も
想
定
で
き

る
が
、
あ
る
い
は
比
蘇
山
寺
を
拠
点
と
し
て
吉
野
金
峰
山
で
の
山
林
修
行
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。
孔
雀
王
咒
法
を
修

持
し
た
役
小
角
が
葛
城
山
と
金
峰
山
に
橋
を
渡
そ
う
と
し
た
の
も
、
金
峰
山
が
葛
城
山
と
並
ぶ
山
林
修
行
の
場
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

若
き
日
に
吉
野
山
に
入
っ
て
苦
行
を
行
っ
た
護
命
は
得
度
後
に
月
の
上
半
は
深
山
に
入
り
虚
空
蔵
法
を
修
し
、
月
の
下
半
は
本
寺
（
元

興
寺
）
で
宗
旨
を
研
鑽
し
た
と
卒
伝
に
記
さ
れ
る
が
（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
九
月
条
）、
月
上
半
の
山
林
修
行
の
拠
点
は
比
蘇
山

寺
だ
っ
た
と
し
て
も
実
際
の
山
林
修
行
の
場
は
金
峰
山
中
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。『
僧
尼
令
』
禅
行
条
で
は
山
林
修
行
者
の
居
す

る
山
を
国
郡
が
把
握
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
修
行
者
は
名
目
の
上
で
比
蘇
山
寺
な
ど
山
林
寺
院
に
依
る
こ
と
で
正
規
に
山 図 19　兄山と伊都郡の紀の川流域
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林
修
行
が
行
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
吉
野
に
お
け
る
山
林
修
行
の
実
態
を
考
え
る
と
、
熊
野
に
お
い
て
も
三
栖
廃
寺
が
山
居

の
拠
点
と
し
て
機
能
し
、
行
者
た
ち
が
こ
こ
か
ら
奥
熊
野
へ
入
っ
て
い
っ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る

（
８
）
。
そ
の
中
に
官
大
寺
で
あ
る
興

福
寺
の
僧
、
永
興
禅
師
が
い
た
。

『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
一
と
第
二
に
は
称
徳
天
皇
の
御
世
の
こ
と
と
し
て
、
紀
伊
国
牟
婁
郡
熊
野
の
村
に
留
ま
っ
て
修
行
す
る
永

興
禅
師
の
説
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
永
興
禅
師
は
興
福
寺
の
僧
で
、
熊
野
村
で
修
行
し
な
が
ら
海
辺
の
人
を
教
化
し
、
時
に
は
呪
術
に

よ
っ
て
病
人
の
看
病
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
の
山
科
寺
関
係
の
正
倉
院
文
書
に
上
座
法
師
と
し
て
永
興

の
署
判
が
確
認
で
き
、『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
三
月
条
に
「
或
い
は
持
戒
称
す
る
に
足
れ
り
、
或
い
は
看
病
聲
を
著
し

く
す
る
」
と
の
こ
と
で
十
禅
師
が
定
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
永
興
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
永
興
禅
師
の
実
在
に
つ
い
て
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
（
寺
西　

一
九
九
七
）。
興
福
寺
を
離
れ
て
熊
野
で
修
行
し
て
い
た
歴
史
的
背
景
と
し
て
道
鏡
政
権
下
に
お
け
る
中

央
仏
教
界
へ
の
批
判
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
永
興
が
熊
野
村
に
向
か
う
に
あ
た
っ
て
牟
婁
郡
の
拠
点
寺
院
で
あ
る
三
栖
廃
寺
か
ら
山

居
禅
行
の
た
め
山
林
修
行
に
入
っ
て
い
っ
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
永
興
は
山
林
修
行
に
よ
っ
て
咒
法
を
会
得
し
、
在

地
の
人
々
の
病
を
救
っ
て
い
っ
た
の
で
「
南
菩
薩
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
一
の
説
話
で
は
、
永
興
禅
師
の
居
所
に
止
住
し
て
い
た
法
華
経
誦
持
の
行
者
が
山
に
入
っ
て
捨
身

行
を
行
い
、
亡
く
な
っ
て
も
舌
は
爛
れ
ず
法
華
経
を
読
経
し
続
け
た
霊
験
が
語
ら
れ
、
同
じ
く
髑
髏
が
誦
経
す
る
奇
瑞
を
体
験
し
た
金

峰
山
の
経
行
修
道
の
行
者
の
霊
験
譚
を
続
け
る
。
こ
の
説
話
の
中
で
、
永
興
禅
師
の
も
と
を
去
っ
た
行
者
が
伊
勢
に
向
か
う
と
語
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
熊
野
へ
の
入
山
は
西
岸
部
の
郡
家
所
在
地
で
あ
る
牟
婁
郷
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
金
峰
山
の

行
者
の
説
話
か
ら
『
日
本
霊
異
記
』
が
編
纂
さ
れ
た
九
世
紀
初
め
に
は
、
す
で
に
峯
の
行
道
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
も
判
明
す
る
。
こ

の
よ
う
に
、
熊
野
の
山
林
修
行
は
西
か
ら
山
に
入
り
、
熊
野
の
山
々
全
体
が
早
く
も
行
道
の
場
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
は
熊
野
に
お
け
る
山
林
修
行
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
山
林
仏
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教
と
熊
野
の
神
々
が
交
感
し
た
事
例
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
と
く
に
こ
の
時
期
は
、
地
方
を
中
心
に
神
と

仏
の
習
合
現
象
が
各
地
で
認
め
ら
れ
、
神
域
に
神
宮
寺
が
次
々
と
建
立
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
逵　

一
九
八
六
・

義
江　

一
九
九
六
）。
熊
野
で
は
永
興
禅
師
が
南
菩
薩
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
同
じ
時
期
に
、
熊
野
牟
須
美
神
と
速
玉
神
社
に
各
四
戸

の
封
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
熊
野
の
神
々
の
発
展
と
山
林
修
行
の
盛
行
が
と
も
に
認
め
ら
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
的

に
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
熊
野
の
東
岸
地
域
で
は
神
々
の
王
権
か
ら
の
独
立
性
が
強
く
、
新
た
に
入
り

込
ん
で
き
た
山
林
仏
教
と
も
初
め
は
距
離
を
置
い
て
い
た
。
熊
野
の
神
々
は
在
地
性
が
強
い
だ
け
に
、
神
で
あ
る
こ
と
に
苦
悩
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
段
階
で
の
熊
野
の
神
と
仏
の
交
感
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
場
所
は
、
熊
野
本
宮
や
新
宮
で
は
な
く
那
智
で
あ
ろ
う
。
那
智
に

は
後
に
熊
野
那
智
大
社
が
造
営
さ
れ
、
熊
野
三
山
の
一
画
を
担
う
空
間
と
な
る
が
、
那
智
大
社
の
成
立
は
他
の
本
宮
や
新
宮
と
比
較
し

て
か
な
り
新
し
く
、
一
一
世
紀
後
半
ま
で
下
が
る
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
は
妙
法
山
（
奈
智
山
）
が
山
林
修
行
の
中
心
で
あ
り
、
現
在
で

も
妙
法
山
阿
弥
陀
寺
の
奥
之
院
に
は
平
安
時
代
と
い
わ
れ
る
釈
迦
如
来
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
法
華
経
誦
持
の
行
場
と
し
て
の
様
相
を

良
く
示
し
て
お
り
、
那
智
大
滝
は
妙
法
山
へ
の
ぼ
る
禊
と
潔
斎
の
滝
だ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
五
来　

一
九
八
五
）。
永
興
禅
師
が

山
居
し
た
の
も
、
こ
の
妙
法
山
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
、
那
智
大
滝
は
、
一
四
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
『
元
亨
釈
書
』
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
退
位
後
も
太
上
皇
の
尊
号
を
受
け
ず

密
法
を
修
し
て
い
た
花
山
院
が
、
三
年
滝
行
を
行
い
神
龍
か
ら
三
種
の
神
宝
を
賜
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
よ
う
に
古
く
か
ら
滝
籠
修

行
の
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
龍
は
、
花
山
院
に
「
長
年
不
老
」
の
神
宝
と
し
て
「
海
貝
」（
ア
ワ
ビ
）
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
「
海
の

修
験
」
の
象
徴
的
な
神
と
考
え
ら
れ
、
那
智
は
仏
と
神
が
早
い
段
階
で
習
合
す
る
要
素
を
多
く
含
む
場
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
後

に
滝
を
御
神
体
と
し
て
滝
宮
（
飛
瀧
神
社
）
が
形
成
さ
れ
、
熊
野
十
二
所
権
現
と
は
別
の
神
（
大
己
貴
命
）
が
祀
ら
れ
る
点
は
特
異
と

い
え
る
。
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さ
ら
に
、
飛
瀧
神
社
の
参
道
沿
い
に
は

那
智
経
塚
が
形
成
さ
れ
る
が
、
単
純
な
経

塚
遺
跡
で
は
な
く
密
教
の
修
法
遺
構
が
共

存
し
て
お
り
、
遺
跡
か
ら
は
白
鳳
時
代
か

ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
金
銅
仏
が
多
量

に
出
土
し
て
い
る
（
帝
室
博
物
館　

一
九

二
七
・
東
京
国
立
博
物
館　

一
九
八
五
・

時
枝　

二
〇
〇
六
）。
こ
れ
ら
は
様
式
的

に
地
方
仏
と
し
て
製
作
さ
れ
た
と
推
定
さ

れ
て
お
り
（
松
原　

一
九
七
九
）、
と
く

に
白
鳳
時
代
の
十
一
面
観
音
像
は
在
地
で

製
作
さ
れ
た
最
古
級
の
変
化
観
音
像
と
い

え
る
。
こ
れ
ら
の
金
銅
仏
の
存
在
は
、
那
智
が
古
来
か
ら
仏
教
の
山
林
修
行
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
宮
や
新
宮
と
は
異
な
り
仏
教

を
基
軸
と
し
た
神
仏
習
合
の
空
間
だ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る

（
９
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
熊
野
の
仏
教
文
化
は
山
林
修
行
の
盛
行
に
従
い
紀
伊
半
島
西
岸
部
か
ら
奥
熊
野
へ
と
広
が
っ
て
い
く
が
、
他
地
域

に
お
け
る
神
宮
寺
の
造
営
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
仏
と
神
と
の
交
感
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
ず
、
当
初
は
熊
野
の
神
々
の
在
地
性
・
独
自
性

が
保
た
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
熊
野
に
お
け
る
仏
と
神
の
習
合
は
、
熊
野
坐
神
や
速
玉
神
の
空
間
で
は
遅
れ
、
那
智
地
域
に
お
い

て
進
行
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
九
世
紀
後
半
段
階
に
な
る
と
熊
野
の
神
々
が
、
徐
々
に
王
権
の
神
祇
シ
ス
テ
ム

に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。

図 21　妙法山阿弥陀寺奥ノ院

図 20　熊野那智大社
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『
日
本
三
代
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
月
、
京
畿
七
道
の
諸
神

の
位
階
が
進
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
に
従
五
位
下
だ
っ
た
熊
野
早
玉
神
と
熊
野
坐
神

は
従
五
位
上
に
昇
進
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
五
月
に
は
出
雲
の
熊
野
坐
神
と
杵
筑

神
と
並
び
、
両
神
と
も
従
二
位
へ
と
一
機
に
駆
け
上
が
る
。
こ
れ
ま
で
在
地
神
と
し

て
王
権
か
ら
は
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
紀
伊
熊
野
の
神
々
が
出
雲
の
神
々
と
同
列

の
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
熊
野
坐
神
よ
り
も
王
権
と
の
関
わ
り
が
強
か
っ

た
熊
野
早
玉
神
は
、
貞
観
五
年
三
月
に
は
単
独
で
正
二
位
と
な
る
。
そ
し
て
、
皇
室

と
し
て
初
め
て
と
な
る
延
喜
七
年
（
九
〇
七
）
十
月
の
宇
多
法
王
に
よ
る
熊
野
行
幸

を
受
け
て
、
熊
野
早
玉
神
は
従
一
位
、
熊
野
坐
神
は
正
二
位
に
ま
で
位
階
を
上
げ
ら

れ
た
の
で
あ
る
（『
日
本
紀
略
』
後
編
一
）。

神
階
の
昇
進
は
逆
に
い
え
ば
王
権
の
干
渉
が
強
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、

熊
野
の
神
々
の
在
地
性
・
独
自
性
は
徐
々
に
喪
失
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
く

に
、
熊
野
早
玉
大
社
と
本
宮
大
社
で
は
こ
の
時
期
に
神
像
群
が
製
作
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
本
来
は
姿
な
き

神
々
に
偶
像
と
し
て
の
形
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
神
仏
習
合
が
熊
野
の
神
々
に
広
く
行
き
わ
た
っ
て
い
く
。
九
世

紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
在
地
性
豊
か
な
熊
野
の
神
々
は
王
権
の
神
々
へ
と
急
激
に
変
質
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
後
、
各
神
々
に
本
地
仏
が
規
定
さ
れ
熊
野
三
所
権
現
が
成
立
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
白
河
院
を
は
じ
め
と
す
る
熊
野
行
幸

や
、「
蟻
の
熊
野
詣
で
」
と
呼
ば
れ
る
狂
騒
的
と
も
い
え
る
巡
礼
を
通
し
て
、
熊
野
三
山
を
中
心
と
す
る
独
特
な
宗
教
空
間
が
造
り

出
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
熊
野
信
仰
の
原
風
景
は
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
山
林
仏
教
と
共
存
す
る
素
朴
な
が

ら
も
在
地
性
豊
か
な
神
々
の
空
間
だ
っ
た
と
、
現
地
を
調
査
し
て
強
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。

図 22 　那智飛瀧神社参道と経塚群
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古代熊野信仰の原像を訪ねて

お
わ
り
に

『
三
宝
絵
』
の
熊
野
八
講
会
に
描
か
れ
た
世
界
は
、
古
代
熊
野
信
仰
の
原
像
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
た

と
え
ば
、
仏
教
と
の
習
合
が
進
行
し
て
八
講
会
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
が
、
熊
野
の
神
々
は
い
ま
だ
「
菩
薩
」
や
「
権
現
」
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
八
講
会
は
神
前
法
楽
と
し
て
営
ま
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（
上
島　

二
〇
一
五
）。
熊
野
の
神
々
は
仏
教
を
受
け
入
れ

て
も
、
自
ら
仏
に
な
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
だ
。
そ
れ
と
と
も
に
、
熊
野
の
神
々
の
も
と
で
暮
ら
す
人
々
の
生
活
を
も
淡
々
と
語
っ

て
い
る
。
以
下
に
そ
の
前
半
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

紀
伊
国
牟
婁
郡
ニ
神
イ
マ
ス
。
熊
野
両
所
、
證
誠
一
所
ト
ナ
ヅ
ケ
タ
テ
マ
ツ
レ
リ
。
両
所
ハ
母
ト
娘
ト
也
。
結
早
玉
ト
申
。
一
所

ハ
ソ
ヘ
ル
社
也
。
此
山
ノ
本
神
ト
申
。
新
宮
、
本
宮
ニ
ミ
ナ
八
講
ヲ
オ
コ
ナ
フ
。
紀
伊
国
ハ
南
海
ノ
キ
ハ
、
熊
野
郷
ハ
奥
ノ
郡
ノ

村
也
。
山
カ
サ
ナ
リ
、
河
多
シ
テ
、
ユ
ク
ミ
チ
ハ
ル
カ
ナ
リ
。
春
ユ
キ
秋
来
テ
、
イ
タ
ル
人
マ
レ
也
。
山
ノ
麓
ニ
ヲ
ル
モ
ノ
ハ
、

コ
ノ
ミ
ヲ
ヒ
ロ
イ
テ
命
ヲ
ツ
グ
。
海
ノ
ホ
ト
リ
ニ
ス
ム
モ
ノ
ハ
、
魚
ス
ナ
ド
リ
テ
ツ
ミ
ヲ
ム
ス
ブ
。
モ
シ
コ
ノ
社
イ
マ
セ
ザ
リ
セ

バ
、
八
講
ヲ
モ
行
ハ
ザ
ラ
マ
シ
。
此
八
講
ナ
カ
ラ
マ
シ
カ
バ
、
三
宝
ヲ
モ
シ
ラ
ザ
ラ
マ
シ
。
五
十
人
マ
デ
モ
語
伝
ガ
タ
カ
ル
ベ
キ

眇
々
タ
ル
所
ニ
、
妙
法
ヲ
ヒ
ロ
メ
キ
カ
シ
メ
給
ヘ
ル
ハ
、
菩
薩
ノ
ア
ト
ヲ
タ
レ
タ
ル
ト
イ
フ
ベ
シ
。
四
日
ノ
檀
越
、
執
行
ハ
、
タ

ダ
キ
タ
レ
ル
人
ノ
ス
ス
ム
ル
ニ
シ
タ
ガ
フ
。
八
坐
ノ
講
師
、
聴
衆
ハ
、
ア
ツ
マ
レ
ル
僧
ノ
ツ
ト
ム
ル
ニ
マ
カ
セ
タ
リ
。
僧
供
ハ
鉢

鋺
ヲ
モ
マ
ウ
ケ
ズ
。
キ
ノ
コ
フ
ニ
ウ
ケ
、
帯
袋
ニ
イ
ル
。
講
説
ハ
裳
袈
裟
ヲ
ト
ト
ノ
ヘ
ズ
、
鹿
皮
衣
ヲ
キ
、
脛
巾
ヲ
シ
タ
リ
。
貴

賤
ノ
シ
ナ
ヲ
モ
エ
ラ
バ
ズ
、
老
少
ヲ
モ
サ
ダ
メ
ズ
。（
後
略
）

熊
野
は
南
海
の
果
て
で
あ
り
、
山
々
が
重
な
り
河
が
多
く
流
れ
る
「
こ
も
り
く
」
の
土
地
で
あ
っ
た
。
四
季
を
通
じ
て
外
か
ら
人
が

去
来
す
る
こ
と
は
稀
で
、
人
々
は
山
で
は
木
の
実
の
採
集
、
海
で
は
漁
労
に
よ
っ
て
命
を
つ
な
い
で
い
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

華
々
し
い
記
紀
神
話
の
世
界
や
、
神
祇
政
策
に
よ
る
熊
野
の
神
々
の
位
階
昇
進
と
は
裏
腹
に
、
貧
し
く
も
逞
し
い
在
地
の
変
わ
ら
ぬ
生

活
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
八
講
会
の
執
行
も
型
式
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
貴
賤
を
問
わ
ず
誰
も
が
参
加
で
き
る
自
由
な
気
風
が
感
じ
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ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
熊
野
信
仰
の
異
常
な
る
隆
盛
を
経
た
現
在
で
も
、
本
質
的
に
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

今
回
の
調
査
の
た
め
に
、
一
部
で
は
あ
る
が
熊
野
の
巡
礼
の
道
を
歩
い
た
。
中
辺
路
で
は
滝
尻
王
子
か
ら
剣
ノ
山
経
塚
を
目
指
し
て

急
な
山
道
を
歩
き
、
那
智
で
は
死
者
の
幽
魂
が
参
詣
す
る
と
い
わ
れ
る
妙
法
山
阿
弥
陀
寺
か
ら
釈
迦
如
来
を
祀
る
奥
ノ
院
へ
登
っ
て

い
っ
た
。
最
初
は
熊
野
に
対
し
て
暗
い
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
の
だ
が
、
熊
野
山
中
の
苔
む
し
た
石
畳
み
を
歩
く
と
心
が
洗
わ

れ
る
と
と
も
に
、
何
故
が
懐
か
し
い
も
の
に
抱
か
れ
た
気
分
に
襲
わ
れ
る
。
そ
れ
は
仏
に
な
り
き
れ
な
い
、
あ
る
い
は
な
ろ
う
と
し
な

い
古
来
の
神
々
の
息
吹
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

熊
野
信
仰
に
は
二
つ
の
顔
が
あ
る
と
私
は
思
う
。
一
つ
は
外
の
世
界
に
向
け
ら
れ
た
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
仏
と
し
て
の
顔
で
あ
り
、

一
つ
は
熊
野
の
人
々
の
暮
ら
し
を
見
守
っ
て
き
た
内
な
る
神
々
の
顔
で
あ
る
。
外
に
向
け
ら
れ
た
神
仏
の
姿
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
い

た
る
ま
で
貴
賤
を
問
わ
ず
多
く
の
巡
礼
者
を
熊
野
に
引
き
寄
せ
て
き
た
。
そ
の
遍
歴
に
つ
い
て
は
、
文
献
史
学
や
考
古
学
な
ど
諸
分
野

の
研
究
成
果
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
熊
野
信
仰
の
基
幹
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
内
な
る
神
々
の
顔
と
も

真
摯
に
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
。
環
境
民
俗
学
を
提
唱
す
る
野
本
寛
一
氏
が
『
熊
野
山
海
民
俗
考
』
で
求
め
た
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の

内
な
る
熊
野
の
実
態
解
明
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
こ
に
熊
野
の
民
俗
学
の
意
義
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
通
じ
て
今

さ
ら
な
が
ら
改
め
て
認
識
し
た
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
今
回
の
現
地
調
査
に
お
い
て
藤
井
保
夫
氏
、
和
歌
山
県
教
育
庁
の
丹
野
拓
氏
、
和
歌
山
県
立
紀
伊
風
土
記
の
丘
の
冨
加
見
泰

彦
氏
と
山
本
光
俊
氏
、
田
辺
市
教
育
委
員
会
の
中
川
貴
氏
と
梅
木
梨
沙
氏
、
有
田
川
町
教
育
委
員
会
の
川
口
修
実
氏
、
和
歌
山
市
教
育

委
員
会
の
前
田
敬
彦
氏
と
益
田
雅
司
氏
、
か
つ
ら
ぎ
町
教
育
委
員
会
の
和
田
大
作
氏
か
ら
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
文
末
な
が
ら
、
重

ね
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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古代熊野信仰の原像を訪ねて

注（
１
）
現
在
は
熊
野
那
智
大
社
の
主
神
と
し
て
夫
須
美
大
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
熊
野
那
智
大
社
が
成
立
す
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
後

の
一
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
実
際
に
『
延
喜
式
』
に
は
紀
伊
国
牟
婁
郡
の
式
内
社
と
し
て
熊
野
早
玉
神
社
と
熊
野
坐

神
社
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
、
那
智
大
社
に
相
当
す
る
神
社
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
２
）
同
様
な
事
例
と
し
て
、
花
の
窟
に
お
け
る
伊
奘
冉
尊
の
葬
送
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
五
段
第
五
書
に
は
、

伊
奘
冉
尊
を
紀
伊
国
の
熊
野
の
有
馬
村
に
葬
っ
た
と
記
し
た
後
、「
土
俗
、
此
の
神
の
魂
を
祭
る
に
は
、
花
の
時
に
は
亦
花
を

以
て
祭
る
。
又
鼓
吹
幡
旗
を
用
て
、
歌
ひ
舞
ひ
て
祭
る
。」
と
祭
祀
儀
礼
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
花
窟
神
社
で
は
現
在
で

も
、
御
神
体
の
岩
窟
か
ら
季
節
の
花
々
や
扇
子
な
ど
を
結
び
つ
け
た
大
縄
を
掛
け
る
御
縄
掛
け
神
事
が
春
と
秋
に
行
わ
れ
て

お
り
、『
日
本
書
紀
』
に
描
か
れ
た
祭
祀
儀
礼
を
継
承
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
儀
礼
に
つ
い
て
は
葬
送
追
福
の
た
め
の
儀

礼
で
は
な
く
、
巨
石
信
仰
に
基
づ
く
在
地
の
収
穫
予
祝
祭
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
寺
西　

二
〇
〇
四
）、
私
も
王
権
が
関
与

し
な
い
在
地
の
祭
り
を
『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
中
で
伊
奘
冉
尊
の
葬
送
に
仮
託
し
た
と
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。

（
３
）
紀
直
の
本
貫
地
で
あ
る
名
草
地
域
に
は
、
紀
国
造
家
が
代
々
奉
斎
し
て
き
た
日
前
神
宮
と
国
懸
神
宮
が
所
在
す
る
。『
日
本
書

紀
』
神
代
上
第
七
段
第
一
書
に
よ
れ
ば
、
天
照
大
神
の
天
岩
窟
隠
れ
の
際
に
思
兼
神
が
天
照
大
神
を
招
き
よ
せ
る
た
め
に
鋳
造

し
た
日
矛
を
祀
っ
て
神
と
な
っ
た
の
が
紀
伊
国
の
日
前
神
と
い
う
。
神
武
東
征
伝
承
で
名
草
戸
畔
を
殺
し
た
の
は
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
五
十
猛
神
な
ど
在
地
神
を
お
さ
え
、
そ
の
上
に
高
天
原
系
統
の
重
要
な
神
を
名
草
地
域
に
迎
え
紀
国
造
に
奉
斎
さ
せ

た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
二
月
条
に
よ
れ
ば
、
五
十
猛
神
を
祀
る
伊
太

祁
曽
神
社
を
は
じ
め
姉
妹
神
で
あ
る
大
屋
都
比
賣
神
社
と
都
麻
都
比
賣
神
社
が
分
遷
さ
れ
て
い
る
。
伊
太
祁
曽
神
社
の
社
伝
で

は
、
古
く
は
日
前
・
国
懸
神
宮
の
地
に
祀
ら
れ
て
い
た
が
神
地
を
明
け
渡
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
王
権
の
紀
伊
進
出
を
考
え
る

う
え
で
示
唆
的
で
あ
る
。
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（
４
）
な
お
、
中
川
貴
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
田
辺
市
牟
婁
郡
家
の
推
定
地
と
し
て
、
近
年
で
は
稲
成
川
右
岸
の
下
村
に
所
在
す
る
北

沖
代
遺
跡
も
有
力
な
候
補
地
と
な
っ
て
い
る
。
秋
津
周
辺
で
は
郡
家
に
相
当
す
る
遺
跡
が
確
認
で
き
な
い
の
に
対
し
、
北
沖
代

遺
跡
か
ら
は
緑
釉
陶
器
椀
や
灰
釉
陶
器
壺
・
黒
色
土
器
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
黒
色
土
器
に
は
耳
皿
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い

う
（
田
辺
市　

一
九
九
四
）。
さ
ら
に
、
北
沖
代
遺
跡
は
牟
婁
津
の
推
定
地
で
あ
る
江
川
に
も
近
く
、
水
陸
の
要
衝
地
と
な
っ

て
お
り
、
候
補
地
と
し
て
の
条
件
は
整
っ
て
い
る
。
今
後
の
調
査
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
５
）
な
お
、
佐
野
廃
寺
は
そ
の
一
部
が
平
成
二
八
年
三
月
に
県
指
定
史
跡
と
な
り
、
埋
蔵
文
化
財
包
含
地
名
が
「
佐
野
寺
跡
」
と
変

更
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
軒
瓦
の
学
史
的
な
名
称
を
変
え
る
と
混
乱
す
る
た
め
、 

こ
の
小
論
で
は
旧
来
の
「
佐
野
廃
寺
」

に
統
一
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
６
）
紀
伊
半
島
西
岸
部
で
は
、
佐
野
廃
寺
式
軒
瓦
と
巨
勢
寺
式
軒
瓦
が
特
徴
的
に
分
布
す
る
。
こ
れ
ら
軒
瓦
が
紀
南
諸
寺
院
に
分
布

す
る
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
天
武
天
皇
の
仏
教
興
隆
政
策
が
反
映
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
大
和
と
の
関
係
を

考
え
れ
ば
寺
院
造
営
の
契
機
と
し
て
十
分
想
定
で
き
る
（
藤
井　

一
九
九
四
）。
た
だ
、
名
草
郡
の
薬
勝
寺
廃
寺
と
有
田
郡
の

田
殿
廃
寺
で
は
荒
坂
瓦
窯
系
列
の
佐
野
廃
寺
式
軒
瓦
と
凸
面
布
目
平
瓦
が
採
集
さ
れ
て
い
る
が
、
巨
勢
寺
式
軒
瓦
は
出
土
し
て

い
な
い
。
逆
に
、
巨
勢
寺
式
軒
瓦
が
出
土
す
る
日
高
郡
の
道
成
寺
で
は
、
佐
野
廃
寺
式
軒
瓦
の
出
土
が
み
ら
れ
な
い
。
薬
勝
寺

廃
寺
と
田
殿
廃
寺
で
は
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
資
料
が
限
ら
れ
る
た
め
、
今
後
の
調
査
で
巨
勢
寺
式
軒
瓦
が
発
見
さ
れ

る
可
能
性
は
残
る
が
、
現
状
で
は
両
様
式
の
軒
瓦
が
と
も
に
出
土
す
る
の
は
牟
婁
郡
の
三
栖
廃
寺
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し

た
い
。
紀
伊
半
島
南
端
の
牟
婁
郡
で
唯
一
造
営
さ
れ
た
伽
藍
寺
院
の
三
栖
廃
寺
は
、
出
土
瓦
の
状
況
か
ら
公
的
な
側
面
を
持
っ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
一
方
で
熊
野
と
の
結
束
点
に
所
在
す
る
在
地
寺
院
と
し
て
、
特
殊
な
性
格
を
兼

ね
備
え
て
い
た
こ
と
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
７
）
三
栖
廃
寺
の
造
営
氏
族
に
つ
い
て
は
、
熊
野
国
造
と
し
て
紀
南
地
域
を
治
め
て
い
た
熊
野
直
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
熊
野
直
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は
牟
婁
郡
の
郡
司
級
の
在
地
豪
族
で
あ
り
、
聖
武
朝
か
ら
称
徳
朝
に
か
け
て
宮
中
で
は
牟
婁
采
女
の
熊
野
直
広
浜
の
叙
位
記
事

が
散
見
す
る
。
熊
野
直
広
浜
は
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
に
光
明
皇
后
の
周
忌
御
斎
に
供
奉
し
て
お
り
、
光
明
子
に
仕
え
る

采
女
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
称
徳
朝
に
お
い
て
従
四
位
下
ま
で
位
階
を
賜
り
、
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
四
月
に
卒
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
牟
婁
郡
唯
一
の
古
代
寺
院
で
あ
る
三
栖
廃
寺
に
熊
野
直
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
想
定
で
き

よ
う
。
た
だ
、
熊
野
直
の
氏
寺
と
し
て
の
性
格
を
三
栖
廃
寺
に
求
め
た
場
合
、
出
土
瓦
に
現
れ
る
葛
城
地
域
と
熊
野
直
と
の
関

係
が
理
解
で
き
な
い
。
ま
た
、
三
栖
廃
寺
の
北
東
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
上
に
は
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
炊
飯
俱
・
竈
が
出
土
し

た
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
築
造
の
後
ロ
谷
古
墳
が
所
在
し
て
お
り
（
田
辺
市　

一
九
九
四
）、
こ
の
地
域
に
は
渡
来
系
氏
族
の

存
在
も
想
定
で
き
る
。
三
栖
廃
寺
は
熊
野
の
在
地
豪
族
に
加
え
て
渡
来
系
氏
族
も
関
わ
り
、
智
識
集
団
を
形
成
し
て
建
立
さ
れ

た
寺
院
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
よ
う
で
あ
る
。

（
８
）
な
お
、
奈
良
時
代
の
三
栖
廃
寺
と
中
央
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
複
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
（
図
一
七
―
七
）
に
お
け
る
上
下
分
割

式
の
横
置
き
型
一
本
作
り
の
採
用
や
、
平
城
宮
六
七
二
一
系
軒
平
瓦
（
図
一
七
―
一
五
）
に
も
現
れ
て
い
る
。

（
９
）
熊
野
本
宮
大
社
に
は
備
崎
経
塚
が
、
熊
野
速
玉
大
社
に
は
新
宮
経
塚
群
が
伴
っ
て
い
る
が
、
双
方
と
も
平
安
時
代
後
期
以
降
の

遺
物
で
構
成
さ
れ
た
経
塚
で
あ
り
、
那
智
経
塚
の
よ
う
に
白
鳳
時
代
ま
で
遡
る
金
銅
仏
は
一
体
も
出
土
し
な
い
。

参
考
文
献

伊
東
史
朗　

二
〇
一
五
「
神
像
の
成
立
過
程
か
ら
み
た
熊
野
速
玉
大
社
の
神
像
群
」『
和
歌
山
県
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
二
一
号

上
島
亨　

二
〇
一
五
「
宇
多
上
皇
の
宗
教
活
動
と
熊
野
―
中
世
熊
野
信
仰
の
前
史
の
考
察
―
」『
和
歌
山
県
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第

二
一
号

倉
住
薫　

二
〇
〇
八
「
こ
も
り
く
﹇
隠
口
﹈」『
万
葉
集
神
事
語
辞
典
』
國
學
院
大
學
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五
来
重　

一
九
七
一
「
熊
野
神
話
と
熊
野
神
道
」『
修
験
の
美
術
・
芸
能
・
文
学
』
名
著
出
版

五
来
重　

一
九
八
四
「「
根
の
国
」
と
海
洋
宗
教
」『
現
代
思
想
』
第
一
二
巻
八
号

五
来
重　

一
九
八
五
『
日
本
の
庶
民
仏
教
』
角
川
書
店

五
来
重　

二
〇
〇
四
『
熊
野
詣
』
講
談
社
（
初
出
の
五
来
重　

一
九
六
七
『
熊
野
詣
』
淡
交
新
社
を
改
稿
・
再
編
集
）

栄
原
永
遠
男　

一
九
八
五
「
紀
朝
臣
と
紀
伊
国
」『
和
歌
山
地
方
史
研
究
』
九
（
後
に
栄
原
永
遠
男　

二
〇
〇
四
『
紀
伊
古
代
史
研
究
』

思
文
閣
出
版
に
所
収
）

栄
原
永
遠
男　

一
九
八
八
「
紀
氏
再
考
」『
和
歌
山
地
方
史
研
究
』
一
五
（
後
に
栄
原
永
遠
男　

二
〇
〇
四
『
紀
伊
古
代
史
研
究
』
思
文

閣
出
版
に
所
収
）

阪
本
敏
行　

一
九
八
〇
「
律
令
制
下
の
牟
婁
」『
田
辺
―
ふ
る
さ
と
再
見
―
』
あ
お
い
書
店

阪
本
敏
行　

一
九
八
二
「
三
栖
廃
寺
に
関
す
る
一
試
論
」『
和
歌
山
地
方
史
研
究
』
第
四
号

佐
野
廃
寺
の
研
究
刊
行
会　

二
〇
一
六
『
和
歌
山
県
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
佐
野
所
在　

佐
野
廃
寺
の
研
究
』

篠
原
四
朗　

二
〇
〇
一
『
熊
野
大
社
』
学
生
社

薗
田
香
融　

一
九
五
七
「
古
代
佛
教
に
お
け
る
山
林
修
行
と
そ
の
意
義
―
特
に
自
然
智
宗
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
南
都
仏
教
』
第
四
号
（
後

に
薗
田
香
融　

一
九
八
一
『
平
安
佛
教
の
研
究
』
法
蔵
館
に
所
収
）

薗
田
香
融　

一
九
六
七
「
文
献
班
の
成
果
―
岩
橋
千
塚
と
紀
国
造
」『
岩
橋
千
塚
』
和
歌
山
市
教
育
委
員
会
（
後
に
薗
田
香
融　

一
九
九
二
『
日
本
古
代
の
貴
族
と
地
方
豪
族
』
塙
書
房
に
所
収
）

田
辺
市　

一
九
九
四
『
田
辺
市
史
』
第
四
巻　

史
料
編
Ⅰ

田
辺
市　

二
〇
〇
三
『
田
辺
市
史
』
第
一
巻　

通
史
編
Ⅰ

谷
川
健
一　

一
九
八
三
『
常
世
論
』
平
凡
社
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玉
置
善
春　

一
九
七
〇
「
三
栖
廃
寺
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
律
令
体
制
初
期
の
牟
婁
郡
衙
に
つ
い
て
―
」『
田
邊
文
化
財
』
一
三

逵
日
出
典　

一
九
八
六
『
神
仏
習
合
』
六
興
出
版

帝
室
博
物
館　

一
九
二
七
『
那
智
発
掘
仏
教
遺
物
の
研
究
』
帝
室
博
物
館
学
報
第
五

帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
室　

一
九
七
八
〜
一
九
八
二
『
田
辺
市
三
栖
廃
寺
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
』
Ⅰ
〜
Ⅴ

寺
西
貞
弘　

一
九
九
七
「
永
興
禅
師
小
伝
」『
田
辺
市
史
研
究
』
九
（
後
に
寺
西
貞
弘　

二
〇
〇
四
『
古
代
熊
野
の
史
的
研
究
』
塙
書
房

に
所
収
）

寺
西
貞
弘　

一
九
九
九
「
熊
野
国
造
の
源
流
」『
和
歌
山
地
方
史
研
究
』
三
六
（
後
に
寺
西
貞
弘　

二
〇
〇
四
『
古
代
熊
野
の
史
的
研

究
』
塙
書
房
に
所
収
）

寺
西
貞
弘　

二
〇
〇
四
「
巨
岩
遺
跡
花
の
窟
の
祭
祀
」『
地
域
と
古
文
化
』
地
域
と
古
文
化
刊
行
会
（
後
に
寺
西
貞
弘　

二
〇
〇
四
『
古

代
熊
野
の
史
的
研
究
』
塙
書
房
に
所
収
）

東
京
国
立
博
物
館　

一
九
八
五
『
那
智
経
塚
遺
宝
』

時
枝
務　

二
〇
〇
六
「
那
智
経
塚
考
」『
山
岳
修
験
』
三
七

豊
島
修　

一
九
八
八
「
熊
野
の
信
仰
」『
熊
野
権
現
』
筑
摩
書
房
（
後
に
豊
島
修　

一
九
九
〇
『
熊
野
信
仰
と
修
験
道
』
名
著
出
版
に
所

収
）

豊
島
修　

一
九
九
二
『
死
の
国
・
熊
野
』
講
談
社

那
智
勝
浦
町　

一
九
八
〇
『
那
智
勝
浦
町
史
』
上
巻

奈
良
県
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
四
『
巨
勢
寺
』
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
調
査
報
告
第
八
七
冊

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所　

一
九
七
八
『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
一
九
七
七
年
度
』

野
本
寛
一　

一
九
九
〇
『
熊
野
山
海
民
俗
考
』
人
文
書
院
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橋
本
観
吉　

一
九
七
九
「〝
牟
婁
ノ
津
〞
小
考
―
古
代
・
中
世
の
田
辺
管
見
―
」『
く
ち
く
ま
の
』
第
四
二
号

藤
井
保
夫　

一
九
九
四
「
紀
伊
の
白
鳳
寺
院
に
お
け
る
川
原
寺
式
・
巨
勢
寺
式
軒
瓦
の
採
用
に
つ
い
て
」『
古
代
』
第
九
七
号

藤
井
保
夫　

二
〇
一
六
「
紀
伊
に
お
け
る
天
武
朝
寺
院
の
展
開
」『
平
成
二
七
年
度
紀
の
川
流
域
の
文
化
遺
産
を
活
か
し
た
地
域
活
性
化

事
業
調
査
研
究
等
報
告
書
』
紀
の
川
流
域
文
化
遺
産
活
用
地
域
活
性
化
協
議
会

松
原
三
郎　

一
九
七
九
「
白
鳳
時
代
」『
小
金
銅
仏
』
東
京
美
術

柳
田
國
男　

一
九
四
六
『
先
祖
の
話
』
筑
摩
書
房

柳
田
國
男　

一
九
五
〇
「
海
神
宮
考
」『
民
族
学
研
究
』
一
五
巻
二
号
（
後
に
柳
田
國
男　

一
九
六
一
『
海
上
の
道
』
筑
摩
書
房
に
所

収
）

義
江
彰
夫　

一
九
九
六
『
神
仏
習
合
』
岩
波
書
店

和
歌
山
県　

一
九
八
三
『
和
歌
山
県
史　

考
古
資
料
』

和
歌
山
県
教
育
委
員
会　

二
〇
一
二
『
熊
野
参
詣
道
王
子
社
及
び
関
連
文
化
財
学
術
調
査
報
告
書
』

和
田
萃　

一
九
八
八
「
熊
野
の
原
像
」『
熊
野
権
現
』
筑
摩
書
房

図
版
出
典
（
図
一
七
以
外
は
網
撮
影
）

図
一
七
―
一
・
三
〜
五
・
七
・
八
・
一
二
〜
一
五
：
和
歌
山
県　

一
九
八
三
『
和
歌
山
県
史　

考
古
資
料
』

図
一
七
―
一
〇
・
一
一
：
藤
井
保
夫　

二
〇
一
六
「
紀
伊
に
お
け
る
天
武
朝
寺
院
の
展
開
」『
古
代
寺
院
、
南
へ　

紀
伊
考
古
学
研
究
会

第
一
九
回
大
会
資
料
』

図
一
七
―
二
・
六
・
九
：
田
辺
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
に
て
取
拓




